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ベ
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一　

序
論

―
問
題
の
所
在

―

　

本
稿
は
、
法
改
革
が
政
治
・
経
済
の
発
展
に
与
え
る
影
響
を
探
求
す
る
開
発
法
学
の
研
究
の
一
環
と
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
民
法

典
の
制
定
と
政
治
・
経
済
発
展
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

経
済
発
展
の
相
違
を
も
た
ら
す
決
定
的
要
因
と
し
て
、
制
度
（institutions

）
の
違
い
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
制
度
変
化
の
原
因
と
プ

ロ
セ
ス
は
、
新
制
度
派
経
済
学
（N

ew
 Institutional Econom

ics

）
の
中
心
的
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
到
達
点
と
い
え
る
ダ
グ
ラ
ス
・
ノ
ー

ス
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
制
度
の
変
化
は
、
非
形
式
的
な
制
度

―
慣
習
、
道
徳
、
伝
統

―
と
形
式
的
な
制
度

―
法
律
・
命
令
、
民
法

は
そ
の
典
型
例
と
い
え
る

―
と
の
相
互
作
用
の
結
果
で
あ
り
、
形
式
的
制
度
に
よ
る
意
図
的
な
制
度
変
化
の
可
能
性
を
示
し
つ
つ
、
そ

れ
は
、
既
存
の
非
形
式
的
な
制
度
に
規
定
さ
れ
た
連
続
的
な
変
化
で
あ
る
こ
と
（
制
度
変
化
の
経
路
依
存
性
）
を
明
ら
か
に
し（

1
）た
。
し
か
し
、

意
図
的
な
制
度
変
化
は
、
法
律
の
制
定
・
改
正
を
求
め
る
政
治
家
へ
の
ロ
ビ
ー
活
動
の
成
果
に
依
存
し
、
政
治
的
決
定
論
に
陥
る
と
い
う

批（
2
）判

も
あ
る
。
こ
の
批
判
に
答
え
る
た
め
に
、
新
制
度
派
経
済
学
は
、
政
治
シ
ス
テ
ム
と
既
存
の
経
済
的
・
社
会
的
組
織
と
の
相
互
関
係

の
分
析
を
通
じ
た
制
度
変
化
の
理
論
を
深
化
さ
せ
る
方
向
に
進
み
つ
つ
あ
る
。
も
っ
と
も
、
新
制
度
派
経
済
学
に
お
い
て
は
、
法
は
政
治

シ
ス
テ
ム
の
道
具
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
形
式
的
制
度
と
し
て
の
法
に
固
有
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
分
析
さ
れ
て
い
な（

3
）い
。

し
か
し
、
政
治
シ
ス
テ
ム
と
法
は
一
体
で
は
な
く
、
法
が
常
に
政
治
の
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
両
者
の
間
に
は
緊
張

関
係
が
あ
り
、
法
は
政
治
に
強
く
影
響
さ
れ
つ
つ
も
法
が
政
治
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
経
済
発
展
を
促
す
役
割
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
開
発
法
学
に
固
有
の
問
題
意
識
は
、
政
治
シ
ス
テ
ム
と
既
存
の
経
済
的
・
社
会
的
組
織
と
の
相
互
関
係
の
中
で
、
法
規
範
固
有
の

役
割
と
機
能
を
考
察
し
、
政
治
・
経
済
の
発
展
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
形
式
的
制
度
と
し
て
の
法
と
既
存
の
非
形
式
的
制
度
と
の
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
開
発
法
学
に
固
有
の
問
題
意
識
か
ら
見
た
場
合
、
一
九
八
六
年
以
降
の
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
、
目
覚
ま
し
い
経
済
発
展
、

政
治
シ
ス
テ
ム
の
変
革
お
よ
び
一
連
の
民
法
典
の
制
定
・
改
正
の
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
開
発
法
学
の
理
論
を
実
証
的
に
発
展
さ
せ

る
上
で
重
要
な
題
材
を
提
供
す
る
。

　

ベ
ト
ナ
ム
政
府
は
一
九
八
六
年
、
ド
イ
モ
イ
（
刷
新
）
政
策
を
導
入
し
た
。
そ
し
て
、
経
済
発
展
の
原
動
力
と
な
る
市
場
シ
ス
テ
ム
の

構
築
を
決
定
し
、
そ
の
制
度
基
盤
を
整
備
す
る
た
め
に
、
初
め
て
一
九
九
五
年
に
民
法
典
（
以
下
、「
一
九
九
五
年
民
法
典
」
と
い
う
。）
を

制
定
し
た
。
し
か
し
、
市
場
シ
ス
テ
ム
の
制
度
基
盤
と
し
て
の
民
法
典
と
社
会
主
義
的
な
政
治
・
経
済
シ
ス
テ
ム
と
の
調
整
を
め
ぐ
っ
て
、

未
解
決
の
問
題
を
残
し
て
お
り
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
一
五
年
と
立
て
続
け
に
民
法
典
を
改
正
し
て
き
た
。
い
っ
そ
う
効
率
的
な
市
場
取

引
を
可
能
に
す
る
民
法
典
を
求
め
る
動
き
が
あ
る
一
方
で
、
社
会
主
義
国
家
と
し
て
の
政
治
の
あ
り
方
が
根
本
的
に
問
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
本
研
究
は
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
民
法
典
の
制
定
・
改
正
を
必
要
と
し
た
経
済
的
・
社
会
的
事
情
お
よ

び
政
治
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
を
実
証
的
に
分
析
し
、
法
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
の
出
発
点
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
ベ
ト

ナ
ム
初
の
一
九
九
五
年
民
法
典
に
着
目
し
、
以
下
の
順
序
で
考
察
を
す
る
。
最
初
に
ベ
ト
ナ
ム
政
府
が
一
九
八
六
年
に
決
定
し
た
ド
イ
モ

イ
に
至
る
ま
で
の
政
治
的
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
南
北
統
一
後
の
社
会
主
義
政
治
体
制
お
よ
び
経
済
状
況
を
確
認
し
つ
つ
、
検

討
す
る
。
続
い
て
、
市
場
経
済
基
盤
を
整
備
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
民
法
典
を
題
材
に
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
た
上
で
、
法
制
度
改
革

の
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
法
規
範
が
政
治
シ
ス
テ
ム
と
相
互
に
緊
張
関
係
に
立
ち
つ
つ
、
経
済
発
展
に
与
え
る
影
響
と
い
う

観
点
か
ら
、
一
九
九
五
年
民
法
典
の
成
果
と
限
界
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
最
後
に
さ
ら
な
る
民
法
典
の
改
正
を
必
要
と
し
た
要
因
に

つ
い
て
考
察
す
る
。
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二　

ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
制
度
改
革
の
特
徴

　
　

―
ド
イ
モ
イ
の
展
開
と
そ
の
形
成
過
程

―

㈠　

貧
し
さ
を
分
か
ち
合
う
社
会
主
義
か
ら
ド
イ
モ
イ
ま
で
の
意
思
決
定

1　

ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
社
会
主
義

―
貧
し
さ
を
分
か
ち
合
う
社
会
主
義

―

　

南
北
統
一
後
に
ベ
ト
ナ
ム
が
目
指
し
た
国
家
像
は
、
ソ
連
で
形
成
さ
れ
た
社
会
主
義
の
普
遍
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
「
中
央
集
権
的
計
画
化

管
理
制（

4
）度
」
で
あ
っ
た
。
ソ
連
と
は
社
会
的
・
経
済
的
基
礎
条
件
が
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ト
ナ
ム
は
社
会
主
義
国
家
と
い
う
理

想
を
実
現
す
る
た
め
に
、
生
産
関
係
で
は
国
有
化
・
集
団
化
の
形
成
を
押
し
進
め
、
経
済
運
営
は
市
場
で
は
な
く
中
央
集
権
、
計
画
化
に

委
ね
る
。
そ
し
て
、
農
業
と
工
業
の
結
合
・
相
互
関
係
を
高
め
、
社
会
主
義
の
物
質
的
・
技
術
的
基
礎
を
築
く
社
会
主
義
的
工
業
化
を
発

展
さ
せ
る
た
め
に
、
産
業
体
系
と
し
て
重
工
業
を
優
先
す
る
こ
と
を
方
針
と
し（

5
）た

。
よ
り
具
体
的
に
説
明
す
る
と
、
生
産
関
係
に
お
い
て

は
、
農
業
分
野
・
工
業
分
野
双
方
に
お
い
て
、
国
家
が
生
産
に
必
要
な
物
資
を
提
供
す
る
代
わ
り
に
、
そ
の
対
価
と
し
て
生
産
品
を
廉
価

な
固
定
価
格
で
買
取
り
、
消
費
関
係
に
お
い
て
は
、
国
家
は
配
給
制
度
を
実
施
す
る
と
い
う
も
の
で
あ（

6
）る
。

　

し
か
し
、
普
遍
モ
デ
ル
は
制
度
と
し
て
内
在
的
問
題
を
二
つ
抱
え
て
い
た
。
一
つ
は
、
低
価
格
に
よ
る
農
産
品
の
買
付
け
や
平
均
主
義

的
な
賃
金
の
分
配
は
、
農
民
や
労
働
者
の
勤
労
意
欲
を
削
ぎ
、
生
産
関
係
を
不
安
定
に
さ
せ
る
と
い
う
点
で
あ（

7
）る
。
も
う
一
つ
は
配
給
制

度
が
、
ベ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
国
（
以
下
「
北
ベ
ト
ナ
ム
」
と
い
う
。）
を
支
援
す
る
中
国
や
ソ
連
に
よ
る
無
償
援
助
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

た
と
い
う
点
で
あ（

8
）る
。
無
償
援
助
が
打
ち
切
ら
れ
て
も
な
お
、
安
価
で
の
配
給
制
度
を
維
持
す
る
と
す
れ
ば
、
不
足
す
る
物
資
を
補
う
た

め
に
輸
入
を
せ
ざ
る
を
得
ず
、
大
幅
な
財
政
赤
字
に
陥
る
危
険
性
が
あ
っ（

9
）た

。
も
っ
と
も
、
普
遍
モ
デ
ル
は
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
下
で
は
軌
道

に
乗
っ
た
。
そ
れ
は
、
支
援
国
に
よ
る
無
償
援
助
に
よ
っ
て
配
給
制
度
が
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
戦
争
に
勝
利
す
る
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た
め
に
は
、
公
平
に
社
会
的
負
担
を
分
か
ち
合
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
意
識
が
、
北
ベ
ト
ナ
ム
国
民
の
間
で
広
く
共
有
さ
れ
て
お
り
、
低

価
格
で
の
農
産
品
の
買
取
り
を
受
け
入
れ
て
い
た
と
い
う
点
に
あ
）
10
（

る
。
こ
れ
を
古
田
は
「
貧
し
さ
を
分
か
ち
合
う
社
会
主
義
」
と
称
し
た）

11
（

。

　

だ
が
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
終
結
に
よ
り
、
貧
し
さ
を
分
か
ち
合
う
と
い
う
共
通
意
識
お
よ
び
同
盟
国
の
無
償
援
助
と
い
う
条
件
が
消
滅

し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
普
遍
モ
デ
ル
に
基
づ
く
改
革
は
、
統
一
後
の
南
部
に
お
い
て
も
実
施
さ
れ
）
12
（

た
。
農
業
の
集
団
化
お
よ
び
資
本

主
義
的
商
業
を
根
絶
す
る
た
め
に
、
資
産
の
没
収
が
行
わ
れ
）
13
（

た
。

　

一
九
七
六
年
一
二
月
、
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
は
一
九
七
六
年
か
ら
一
九
八
〇
年
ま
で
の
第
二
次
五
カ
年
計
画
を
発
表
し
た
。
そ
れ
は
、
農

業
分
野
で
は
、
一
九
八
〇
年
ま
で
に
籾
換
算
で
二
一
〇
〇
万
ト
ン
の
食
糧
を
生
産
す
る
と
し
、
工
業
分
野
で
は
、
年
平
均
一
六
〜
一
八

パ
ー
セ
ン
ト
の
成
長
を
目
標
と
し
て
掲
げ
）
14
（

た
。

　

し
か
し
、
農
業
生
産
量
は
、
各
年
度
平
均
で
約
一
三
四
〇
万
ト
ン
の
生
産
量
に
と
ど
ま
り
、
計
画
は
失
敗
し
）
15
（

た
。
工
業
生
産
に
お
い
て

も
、
七
九
年
度
、
八
〇
年
度
に
は
マ
イ
ナ
ス
成
長
を
記
録
し
、
目
標
が
達
成
で
き
な
か
っ
）
16
（

た
。
農
業
お
よ
び
工
業
生
産
の
不
振
は
、
食
糧

調
達
量
の
不
足
を
招
い
た
。
工
業
の
不
振
に
よ
っ
て
、
農
業
に
必
要
な
投
資
財
の
配
給
が
満
足
に
行
わ
れ
ず
、
そ
の
結
果
、
農
民
ら
が
農

産
品
の
買
取
り
に
消
極
的
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
）
17
（

る
。
不
足
す
る
食
糧
を
補
う
た
め
に
実
施
し
た
輸
入
は
、
財
政
赤
字
を
招
い
）
18
（

た
。
第
二
次

五
カ
年
計
画
が
失
敗
し
た
理
由
と
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
自
身
が
自
信
過
剰
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
天
候
不
良
に
よ
る
自
然
的
理
由
が

挙
げ
ら
れ
て
い
）
19
（

る
。
し
か
し
、
ベ
ト
ナ
ム
共
和
国
政
権
支
配
地
域
（
南
ベ
ト
ナ
ム
）
で
の
集
団
農
業
化
の
失
）
20
（

敗
、
農
民
や
労
働
者
の
勤
労

意
欲
の
減
退
、
対
外
援
助
の
減
少
と
い
う
、
普
遍
モ
デ
ル
が
抱
え
て
い
た
内
在
的
問
題
の
顕
在
化
も
指
摘
さ
れ
）
21
（

た
。
農
業
お
よ
び
工
業
双

方
が
危
機
的
状
況
に
陥
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
政
府
は
、
制
度
改
革
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

2　

制
度
改
革
の
契
機

―
新
経
済
政
策
と
そ
の
背
後
に
お
け
る
地
方
の
取
組
み

―

　

配
給
物
資
不
足
を
改
善
す
る
た
め
に
、
各
地
で
独
自
の
取
組
み
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
七
八
年
、
米
不
足
に
陥
っ
た
ホ
ー
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チ
ミ
ン
市
で
は
、
市
の
食
品
会
社
の
総
裁
が
、
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
委
員
会
書
記
長
の
保
証
を
受
け
た
上
で
「
米
買
い
付
け
グ
ル
ー
プ
」
を
組

織
し
、
メ
コ
ン
デ
ル
タ
に
出
向
き
、
米
を
自
由
市
場
と
ほ
ぼ
同
額
で
買
付
け
）
22
（

た
。
北
部
で
は
、
合
作
社
に
よ
っ
て
集
団
化
さ
れ
た
耕
作
地

を
社
員
で
あ
る
農
民
な
い
し
農
家
に
貸
与
し
、
そ
こ
で
の
生
産
を
請
け
負
わ
せ
る
生
産
請
負
制
を
実
施
す
る
地
域
が
現
れ
）
23
（

た
。
生
産
請
負

制
は
、
農
民
な
い
し
農
家
が
生
産
請
負
人
と
し
て
、
直
接
耕
作
す
る
制
度
で
あ
り
、
そ
の
労
働
が
直
接
農
産
品
の
質
お
よ
び
量
に
影
響
す

る
た
め
、
生
産
意
欲
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
一
方
で
、
社
会
主
義
に
よ
っ
て
集
団
化
さ
れ
た
農
業
を
解
体
す
る
と
い
う
批
判

も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
地
方
は
隠
れ
て
行
っ
て
い
）
24
（

た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
一
九
七
九
年
、
北
部
ハ
イ
フ
ォ
ン
市
は
、
公
式
的
に

生
産
請
負
制
を
実
施
し
た
。
一
九
八
〇
年
秋
の
北
部
全
体
の
平
均
収
量
が
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り
一
・
八
八
ト
ン
に
留
ま
る
中
、
ハ
イ

フ
ォ
ン
市
は
二
・
三
ト
ン
の
収
穫
量
を
記
録
し
）
25
（

た
。

　

地
方
の
取
組
み
が
一
定
の
成
果
を
上
げ
て
い
く
と
、
中
央
政
府
も
そ
れ
を
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
。
政
府
は
、
一
九
七
九
年
八
月

の
第
四
期
第
六
回
中
央
委
員
会
総
会
（
以
下
、「
四
期
六
中
総
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
、
新
経
済
政
策
を
採
択
し
た
。
そ
の
骨
子
は
①
物
質

的
刺
激
策
の
導
入
、
②
非
社
会
主
義
セ
ク
タ
ー
の
活
用
、
③
自
由
市
場
の
部
分
的
容
認
で
あ
っ
）
26
（

た
。
政
府
は
、
計
画
外
の
市
場
（
い
わ
ゆ

る
自
由
市
場
） 

の
役
割
を
評
価
し
た
。
そ
し
て
、
従
来
の
指
導
価
格
に
よ
る
買
上
げ
に
加
え
、
自
由
市
場
の
価
格
と
密
接
に
連
動
し
て
動

く
「
協
議
価
格
」
を
導
入
す
る
共
産
党
政
治
局
二
六
号
決
議
を
決
定
し
）
27
（

た
。
ま
た
、
新
経
済
政
策
を
後
押
し
し
た
地
方
の
取
組
み
を
奨
励

し
）
28
（

た
。

　

新
経
済
政
策
は
、
地
方
で
の
取
組
み
を
受
け
た
政
策
で
あ
る
が
、
政
府
は
こ
う
し
た
活
動
を
単
に
追
認
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
政
府
は
、

社
会
主
義
概
念
を
柔
軟
に
解
釈
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
新
経
済
政
策
の
導
入
に
理
論
的
正
当
性
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
非

社
会
主
義
セ
ク
タ
ー
の
活
用
を
認
め
る
た
め
に
、
政
府
は
ベ
ト
ナ
ム
が
社
会
主
義
の
過
渡
期
の
段
階
に
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
段
階
に

お
い
て
は
、
非
社
会
主
義
セ
ク
タ
ー
を
含
む
様
々
な
生
産
主
体
の
存
在
が
認
め
ら
れ
、
過
渡
期
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
活
用
も

認
め
ら
れ
る
と
解
釈
を
し
）
29
（

た
。
こ
れ
は
社
会
主
義
的
計
画
化
管
理
制
度
を
修
正
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
機
械
的
に
社
会
主
義
モ
デ
ル
を
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適
用
す
る
教
条
主
義
を
克
服
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
新
経
済
政
策
に
よ
る
恩
恵
を
受
け
た
の
は
農
業
の
集
団
化
が
進
ん
で
い
な
い
南
部
が
中
心
で
あ
り
、
北
部
お
よ
び
中
部
の

農
業
生
産
状
況
は
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
。
共
産
党
書
記
局
は
、
農
業
生
産
を
活
性
化
す
る
た
め
に
、
一
九
八
一
年
一
月
、
生
産
請
負
制
を

公
認
す
る
一
〇
〇
号
指
示
を
発
令
し
た
。
意
見
対
立
を
抱
え
つ
つ
も
、
政
府
が
生
産
請
負
制
を
正
当
化
し
た
背
景
に
は
、
そ
れ
が
農
業
生

産
量
の
増
加
と
い
う
成
果
を
上
げ
て
い
た
か
ら
で
あ
）
30
（

る
。

　

新
経
済
政
策
お
よ
び
そ
れ
に
引
き
続
く
生
産
請
負
制
の
公
認
は
普
遍
的
な
社
会
主
義
モ
デ
ル
の
実
現
と
い
う
教
条
主
義
的
な
側
面
か
ら

一
歩
引
い
た
現
実
的
な
政
策
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
現
実
社
会
が
直
面
す
る
危
機
的
状
況
が
大
き
く
影
響

し
て
い
る
。
し
か
し
、
対
処
療
法
的
に
地
方
が
実
施
す
る
打
開
策
を
現
状
の
ま
ま
追
認
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
主
義
概
念
お
よ
び
そ
れ

に
基
づ
く
国
家
の
実
現
と
い
う
基
本
方
針
と
連
接
す
る
形
で
、
新
た
な
改
革
政
策
を
取
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
ベ
ト
ナ
ム
に
特
徴
的
な
制

度
改
革
の
プ
ロ
セ
ス
が
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
制
度
改
革
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
一
九
八
六
年
の
ド
イ
モ
イ
へ
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

　

一
連
の
制
度
改
革
は
、
特
に
農
業
生
産
の
増
加
と
い
う
点
で
現
れ
た
。
新
経
済
政
策
導
入
後
の
最
初
の
年
で
あ
る
一
九
八
一
年
の
農
業

生
産
量
は
、
約
一
五
〇
〇
万
ト
ン
を
記
録
し
）
31
（

た
。
第
二
次
五
カ
年
計
画
の
生
産
目
標
値
で
あ
る
二
一
〇
〇
万
ト
ン
に
は
及
ば
な
い
が
、
一

九
七
六
年
か
ら
一
九
七
九
年
ま
で
の
農
業
生
産
高
が
年
平
均
で
一
三
〇
〇
万
ト
ン
に
停
滞
し
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
新
経
済
政
策
は

生
産
高
の
増
加
に
寄
与
し
た
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
一
九
八
二
年
、
八
三
年
に
は
、
一
六
八
〇
万
ト
ン
後
半
の
生
産
量
を
記
録

し
）
32
（

た
。

　

し
か
し
、
新
経
済
政
策
は
、
生
産
↓
流
通
↓
分
配
↓
消
費
の
過
程
の
う
ち
、
生
産
と
流
通
部
分
に
つ
い
て
改
革
を
実
行
し
た
が
、
分
配

と
消
費
に
つ
い
て
は
従
来
と
同
じ
運
営
を
続
け
て
い
た
た
め
、
財
政
赤
字
と
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
混
乱
を
引
き
起
こ
し
た
。
す
な

わ
ち
、
物
品
の
買
付
け
に
協
議
価
格
を
反
映
し
た
結
果
、
農
民
の
生
産
意
欲
は
向
上
し
、
生
産
量
は
増
え
た
が
、
そ
の
分
、
買
付
価
格
も

上
昇
し
）
33
（

た
。
し
か
し
、
労
働
者
の
賃
金
は
低
賃
金
に
据
え
置
か
れ
て
い
た
た
め
、
低
価
格
で
の
配
給
を
実
施
せ
ざ
る
を
得
え
ず
、
配
給
価
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格
と
協
議
価
格
の
差
を
埋
め
る
た
め
に
、
赤
字
補
塡
を
し
た
た
め
財
政
赤
字
が
膨
ら
）
34
（

み
、
当
座
を
乗
り
切
る
た
め
に
通
貨
を
発
行
し
た
結

果
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
進
行
し
）
35
（

た
。
経
済
の
混
乱
に
よ
っ
て
、
保
守
派
が
再
び
台
頭
し
、
制
度
変
化
の
機
運
は
揺
り
戻
し
を
受
け
る

こ
と
に
な
っ
た
。

3　

揺
り
戻
し

　

新
経
済
政
策
が
も
た
ら
し
た
弊
害
に
よ
り
、
新
経
済
政
策
に
対
し
て
懐
疑
的
な
保
守
派
の
発
言
力
が
再
び
強
ま
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
一
九
八
二
年
三
月
に
開
催
さ
れ
た
第
五
回
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
大
会
（
以
下
、「
第
五
回
党
大
会
」
と
い
う
。）
の
内
容
に
も
影
響

し
、
決
議
内
容
は
新
経
済
政
策
を
推
進
す
る
よ
う
に
読
め
る
一
方
で
、
否
定
的
に
も
読
み
取
れ
る
内
容
だ
っ
）
36
（

た
。

　

保
守
派
は
、
生
産
物
の
買
取
価
格
が
上
昇
し
た
背
景
に
は
、
国
家
が
私
営
商
人
の
価
格
競
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と

捉
え
た
。
こ
う
し
た
保
守
派
の
批
判
を
受
け
て
、
一
九
八
二
年
一
一
月
の
閣
僚
会
議
に
お
い
て
、
社
会
主
義
セ
ク
タ
ー
内
の
価
格
が
自
由

市
場
に
左
右
さ
れ
な
い
よ
う
、
価
格
の
固
定
化
を
図
る
方
針
が
決
定
さ
れ
）
37
（

た
。
そ
し
て
、
同
年
一
二
月
に
開
催
さ
れ
た
第
五
期
第
三
回
中

央
委
員
会
総
会
は
、
新
経
済
政
策
の
原
動
力
と
な
っ
た
地
方
の
取
組
み
を
縮
小
す
る
決
議
を
し
）
38
（

た
。
こ
う
し
て
、
新
経
済
政
策
に
対
す
る

引
き
締
め
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
財
政
赤
字
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
徴
税
改
革
が
進
め
ら
れ
た
。
一
九
八
三
年
二
月
に
改
正
さ
れ
た
、
商

工
業
税
法
は
、
一
九
六
六
年
の
旧
法
で
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
営
業
許
可
税
」
を
創
設
し
、
商
工
業
営
業
者
に
対
し
て
は
、
営
業

登
録
と
営
業
許
可
証
の
保
持
を
義
務
付
け
、
国
は
商
工
業
に
従
事
す
る
個
人
・
団
体
に
対
す
る
統
制
を
可
能
と
す
べ
く
税
制
を
改
正
し
、

と
り
わ
け
、
私
営
商
人
、
ホ
テ
ル
・
飲
食
店
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
業
に
は
重
税
を
課
し
、
他
方
で
、
社
会
主
義
セ
ク
タ
ー
に
は
優
遇
措
置
を

採
る
こ
と
で
、
非
社
会
主
義
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
引
き
締
め
が
強
ま
っ
）
39
（

た
。
一
九
八
三
年
五
月
に
は
「
投
機
、
密
輸
、
偽
装
品
製
造
。
違

法
営
業
行
為
に
対
す
る
行
政
処
分
」
に
関
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
、
私
営
商
人
に
対
す
る
行
政
的
な
統
制
が
強
化
さ
れ
）
40
（

た
。

　

政
府
は
新
経
済
政
策
に
よ
る
弊
害
を
、
行
政
的
介
入
に
よ
っ
て
抑
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
弊
害
の
根
本
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
経
済
シ
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ス
テ
ム
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
。
行
政
的
介
入
に
よ
っ
て
経
済
的
混
乱
を
解
決
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
、
着
手
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
分

配
お
よ
び
消
費
の
過
程
に
お
け
る
改
革
が
急
務
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
政
府
全
体
と
し
て
教
条
主
義
か
ら
脱
却
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
次
項
で
は
、
分
配
お
よ
び
消
費
の
過
程
、
具
体
的
に
は
配
給
制
度
お
よ
び
賃
金
・
通
貨
体
系
の
見
直
し
が
ど
の
よ
う
な
段
階
を
経
て

行
わ
れ
た
の
か
確
認
を
す
る
。

4　

価
格
・
賃
金
・
通
貨
改
革
へ
の
着
手

―
政
治
家
チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
の
役
割
に
つ
い
て

―

　

新
経
済
政
策
の
導
入
に
よ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
は
教
条
主
義
か
ら
一
定
程
度
脱
却
を
図
っ
た
が
、
中
央
の
総
意
と
し
て
、
そ
の
意
向
が
固

ま
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
改
革
に
よ
る
課
題
が
噴
出
す
る
と
、
こ
れ
に
懐
疑
的
な
保
守
派
が
台
頭
し
た
。
政
府
全
体
と
し
て
、
改
革
推

進
を
基
礎
付
け
る
発
想
の
転
換
が
必
要
で
あ
っ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
に
発
想
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
は
ド
イ
モ
イ
の
「
作
者
」
と
し
て
紹
介

さ
れ
る
共
産
党
書
記
長
チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
初
彼
は
保
守
的
な
政
治
家
だ
っ
た
と
紹
介
さ
れ
て
い
）
41
（

る
。
本
項
で
は

チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
の
保
守
派
か
ら
改
革
派
へ
転
身
お
よ
び
彼
の
意
向
が
ど
の
よ
う
に
政
策
決
定
に
反
映
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
検
討
し
て
い

く
。

　

チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
の
転
身
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
危
機
的
現
実
と
改
革
派
知
識
人
の
研
究
グ
ル
ー
プ
の
存
在
が
あ

る
。
一
九
八
二
年
か
ら
一
九
八
三
年
に
か
け
て
、
チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
は
ベ
ト
ナ
ム
が
直
面
し
て
い
る
実
践
的
・
理
論
的
な
研
究
を
行
う
た

め
に
、
研
究
会
を
開
催
し
た
。
研
究
会
は
ソ
連
へ
留
学
経
験
の
あ
る
研
究
者
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
社
会
主
義
へ
の
過
渡
期
を
め
ぐ
る

問
題
と
社
会
主
義
に
お
け
る
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
問
題
が
主
要
な
論
点
と
し
て
議
論
さ
れ
た
。
前
者
に
お
い
て
は
、
過
渡
期
に
お

い
て
多
経
済
セ
ク
タ
ー
の
存
在
を
容
認
で
き
る
か
、
後
者
に
お
い
て
は
社
会
主
義
経
済
に
市
場
原
理
を
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
か
と
い

う
点
が
議
論
さ
れ
た
。
研
究
会
で
の
議
論
を
通
じ
て
、
チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
は
、
ベ
ト
ナ
ム
経
済
が
低
位
の
段
階
に
あ
り
、
社
会
主
義
の
過

渡
期
に
お
い
て
は
多
経
済
セ
ク
タ
ー
が
存
在
し
、
ま
た
自
由
市
場
が
存
在
す
る
こ
と
も
必
然
的
で
あ
る
こ
と
、
社
会
主
義
へ
の
過
渡
期
の
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最
初
の
段
階
に
お
い
て
は
、
社
会
主
義
的
経
済
法
則
よ
り
以
前
の
問
題
で
あ
る
価
値
法
則
〔
市
場
原
理
と
同
義
（
筆
者
補
足
）〕
を
無
視
し
、

価
格
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
認
識
に
至
っ
た
。
研
究
会
の
活
動
は
、
普
遍
的
な
社
会
主
義
モ
デ
ル
を
機
械
的
に
適
応
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
主
義
改
革
が
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
も
早
期
に
実
現
で
き
る
と
い
う
教
条
主
義
的
認
識
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
政
治

家
に
認
識
さ
せ
）
42
（

た
。

　

一
九
八
四
年
七
月
、
チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
は
第
五
期
第
六
回
中
央
委
員
会
総
会
に
お
い
て
、
ベ
ト
ナ
ム
の
経
済
政
策
そ
の
も
の
に
問
題
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
は
社
会
主
義
の
過
渡
期
の
最
初
の
段
階
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
非
社
会
主
義
セ
ク
タ
ー
の

存
在
を
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
価
値
法
則
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
段
階
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
無
視
し
、
情
勢
に
一
致

し
な
い
価
格
・
賃
金
体
系
を
維
持
し
て
お
り
、
問
題
の
解
決
に
は
価
格
・
賃
金
・
通
貨
の
改
革
が
必
要
だ
と
主
張
し
）
43
（

た
。
こ
の
発
言
は
、

保
守
派
に
よ
る
行
政
介
入
に
よ
る
新
経
済
政
策
の
引
き
締
め
を
批
判
す
る
の
み
な
ら
ず
、
生
産
↓
流
通
↓
分
配
↓
消
費
と
い
う
一
連
の
流

れ
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
政
府
が
着
手
し
て
こ
な
か
っ
た
分
配
お
よ
び
消
費
過
程
の
改
革
の
必
要
性
を
訴
え
て
お
り
、
新
経
済
政
策
以
上
に
、

過
渡
期
に
お
け
る
経
済
メ
カ
ニ
ズ
ム
全
体
に
踏
み
込
ん
だ
内
容
と
な
っ
て
い
）
44
（

た
。

　

も
っ
と
も
、
チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
の
提
言
は
採
用
さ
れ
ず
、
政
治
の
流
れ
を
変
え
る
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、
党
の
序
列
第
二

位
の
地
位
に
い
た
人
物
が
生
産
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
価
格
・
賃
金
・
通
貨
の
面
に
お
い
て
も
改
革
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
問
題
提

起
を
行
っ
た
点
や
、
過
渡
期
に
お
け
る
市
場
と
の
関
係
に
つ
い
て
改
革
的
な
発
言
を
行
っ
た
点
は
、
今
後
の
政
治
の
風
向
き
を
変
え
る
問

題
提
起
と
い
う
点
で
意
味
が
あ
っ
た
。

　

変
化
が
あ
っ
た
の
は
一
九
八
四
年
一
一
月
に
開
催
さ
れ
た
第
五
期
第
七
回
中
央
総
会 

（
以
下
、「
第
五
期
七
中
総
」
と
い
う
。） 

だ
っ
た
。
第

五
期
七
中
総
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
お
よ
び
財
政
赤
字
増
大
の
原
因
に
つ
い
て
、「
協
議
価
格
」
や
企
業
の
販
売
価
格
の
上
昇

で
は
な
く
、
配
給
制
度
を
中
心
と
す
る
「
固
定
価
格
」
の
維
持
に
あ
る
と
決
議
し
）
45
（

た
。
ま
た
、
一
九
八
五
年
、
共
産
党
の
機
関
紙
「
ニ
ャ

ン
ザ
ン
（N

han D
an

）」
は
、
配
給
制
を
廃
止
し
た
ロ
ン
ア
ン
省
の
取
組
み
を
紹
介
し
）
46
（

た
。
第
五
期
七
中
総
の
決
議
や
ロ
ン
ア
ン
省
で
の
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先
進
的
な
活
動
の
情
報
解
禁
は
、
よ
り
抜
本
的
な
生
産
流
通
面
で
の
改
革
の
必
要
性
が
、
政
府
内
部
で
高
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
の
表
れ
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
九
八
五
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
第
五
期
第
八
回
中
央
委
員
会
総
会
で
は
、
価
格
・
賃
金
・
通
貨
の
改
革
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
。

そ
こ
で
は
、
指
導
価
格
と
協
議
価
格
と
い
う
二
重
価
格
構
成
の
中
で
、
安
い
配
給
制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
国
が
協
議
価
格
と
配
給
の
差

額
を
補
塡
す
る
制
度
運
営
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
と
批
判
さ
れ
）
47
（

た
。
こ
う
し
た
批
判
を
受
け
て
、
政
府
は
配
給
制
度
の
廃
止
に
踏
み

切
っ
た
。
価
格
・
賃
金
・
通
貨
体
系
の
見
直
し
を
主
張
す
る
チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
の
主
張
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
配
給
制
度
の
廃
止
に
伴
い
，

労
働
者
・
公
務
員
に
対
す
る
賃
金
の
再
調
整
が
行
わ
れ
た
。
政
府
は
賃
金
の
支
払
額
の
増
加
に
よ
り
、
貨
幣
供
給
が
追
い
つ
か
な
く
な
る

お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
デ
ノ
ミ
を
行
っ
た
。

　

し
か
し
、
配
給
制
度
の
廃
止
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
経
済
・
社
会
政
策
の
変
更
は
、
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
ド
ン
に
対
す
る
不

信
感
を
引
き
起
こ
）
48
（

し
、
米
の
価
格
も
高
騰
し
）
49
（

た
。
そ
の
原
因
は
、
①
賃
金
の
増
加
に
伴
い
、
国
家
の
財
政
支
出
が
増
え
、
通
貨
の
発
行
量

が
増
え
た
こ
と
、
②
製
品
価
格
に
名
目
賃
金
の
増
加
分
が
反
映
さ
れ
た
が
、
企
業
は
製
品
価
格
を
市
場
に
応
じ
て
変
動
さ
せ
な
か
っ
た
た

め
、
物
価
が
高
止
ま
り
し
た
こ
と
、
③
デ
ノ
ミ
に
よ
っ
て
ド
ル
・
ド
ン
の
通
貨
レ
ー
ト
が
切
り
下
げ
ら
れ
た
結
果
、
輸
入
製
品
の
価
格
が

高
騰
し
た
こ
と
に
あ
る
。

　

こ
う
し
た
混
乱
に
よ
り
、
保
守
派
の
主
張
が
再
び
強
ま
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
改
革
派
は
旧
来
の
管
理
体
制
が
混
乱
の
主
要
因
で
あ
る

と
指
摘
し
）
50
（

た
。
改
革
派
は
、
配
給
制
度
を
部
分
的
に
復
活
さ
せ
る
な
ど
、
改
革
の
ペ
ー
ス
を
緩
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
一

九
八
六
年
四
月
の
党
政
治
局
決
議
第
三
〇
六
号
は
、
経
済
管
理
機
構
の
改
革
を
推
進
し
）
51
（

た
。
改
革
派
お
よ
び
保
守
派
の
議
論
は
続
い
た
が
、

同
年
七
月
に
改
革
派
の
立
場
を
強
固
に
す
る
出
来
事
が
起
き
た
。
レ
・
ズ
ア
ン
書
記
長
が
死
去
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
改
革
を

推
進
す
る
チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
が
書
記
長
に
就
任
し
）
52
（

た
。
か
く
し
て
、
一
九
八
六
年
一
二
月
に
開
催
さ
れ
た
第
六
回
共
産
党
大
会
（
以
下
、

第
六
回
党
大
会
と
い
う
。）
に
お
い
て
、「
ド
イ
モ
イ
（
刷
新
）」
が
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
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㈡　

ド
イ
モ
イ
の
展
開
と
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
制
度
変
化
の
特
徴

　

第
六
回
党
大
会
を
契
機
と
し
て
、
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
ド
イ
モ
イ
で
あ
っ
た
が
、
大
会
自
体
の
特
徴
は
公
の
場
で
の
共
産
党
の
自
己
批

判
で
あ
っ
）
53
（

た
。

　

チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
は
第
六
回
党
大
会
の
政
治
報
告
に
お
い
て
、「
社
会
主
義
へ
の
過
渡
期
が
、
多
く
の
段
階
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

か
な
り
長
期
の
歴
史
的
過
程
で
あ
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
ま
た
必
要
な
歩
み
を
飛
び
越
え
よ
う
と
す
る
主
観
的
、

性
急
な
指
導
思
想
が
あ
っ
）
54
（

た
」
と
述
べ
、
こ
れ
ま
で
の
教
条
主
義
的
な
指
導
体
制
に
つ
い
て
自
己
批
判
を
し
た
。
そ
の
上
で
「
党
は
つ
ね

に
、
現
実
か
ら
出
発
し
て
客
観
的
法
則
を
尊
重
し
、
こ
れ
に
そ
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
55
（

い
」
と
宣
言
し
、
党
の
意
識
決
定
レ
ベ
ル

で
の
改
革
を
主
張
し
た
。
こ
れ
は
教
条
主
義
的
思
想
と
の
決
別
で
あ
り
、
現
実
的
路
線
へ
舵
を
切
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
）
56
（

る
。

　

そ
し
て
、
以
下
の
三
点
が
政
策
方
針
と
し
て
決
定
さ
れ
た
。

　

第
一
に
、
社
会
主
義
へ
の
過
渡
期
の
段
階
が
長
期
に
わ
た
る
こ
と
を
前
提
に
、
社
会
主
義
的
重
工
業
の
発
展
で
は
な
く
、
過
渡
期
の
最

初
の
段
階
に
あ
た
っ
て
は
、
①
食
糧
・
食
品
、
②
消
費
物
資
、
③
輸
出
品
の
生
産
お
よ
び
安
定
供
給
を
三
大
目
標
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
掲

げ
、
実
施
す
る
こ
と
と
し
）
57
（

た
。

　

第
二
に
、
非
社
会
主
義
セ
ク
タ
ー
を
も
利
用
し
、
社
会
主
義
生
産
関
係
を
建
設
す
る
と
し
）
58
（

た
。

　

そ
し
て
、
第
三
に
、
官
僚
的
集
中
、
国
家
助
成
型
の
社
会
主
義
的
管
理
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
、
民
主
集
中
制
の
も
と
、
経
済
単
位
ご
と

の
自
主
権
を
拡
大
し
）
59
（

た
。

　

一
九
八
九
年
三
月
に
開
催
さ
れ
た
第
六
期
第
六
回
党
中
央
委
員
会
総
会
は
、
ド
イ
モ
イ
後
の
二
年
間
の
経
済
政
策
に
つ
い
て
確
認
し
た

上
で
、
多
経
済
セ
ク
タ
ー
構
造
に
関
す
る
党
決
議
を
更
に
拡
大
・
補
充
す
る
決
議
を
採
択
し
た
。
具
体
的
に
は
、
全
人
民
所
有
制
を
前
提

と
し
つ
つ
も
、
企
業
に
も
所
有
形
態
を
認
め
、
個
人
商
人
へ
の
経
営
権
も
認
め
）
60
（

た
。
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図
表
1
は
、
一
九
八
〇
年
か
ら
一
九
九
七
年
ま
で
の
農
産

品
生
産
量
と
経
済
成
長
率
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の
推
移
を
表
し
た
も

の
で
あ
る
。
三
大
目
標
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
に
よ
り
、
ド
イ

モ
イ
後
の
食
糧
生
産
量
は
増
加
し
た
。
一
九
八
〇
年
の
農
産

品
生
産
量
（
米
・
そ
の
他
の
穀
物
）
が
、
約
一
四
〇
〇
万
ト

ン
だ
っ
た
の
に
対
し
、
一
九
八
六
年
か
ら
一
九
八
九
年
は
、

一
九
八
七
年
に
一
時
的
な
落
ち
込
み
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、

約
一
六
〇
〇
万
ト
ン
か
ら
上
昇
し
て
お
り
、
一
九
九
一
年
に

は
約
二
〇
二
〇
万
ト
ン
の
生
産
高
を
記
録
し
、
こ
れ
は
一
九

九
一
年
の
目
標
値
で
あ
る
二
二
〇
〇
万
ト
ン
を
九
八
・
六

パ
ー
セ
ン
ト
達
成
し
た
も
の
で
あ
）
61
（

る
。
そ
し
て
、
一
九
九
五

年
に
は
、
二
六
〇
〇
万
ト
ン
に
ま
で
上
昇
し
）
62
（

た
。

　

三
大
目
標
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
に
も
現

れ
て
い
る
。
一
番
古
い
統
計
値
で
あ
る
一
九
八
六
年
は
年

二
・
七
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
記
録
し
て
い
る
も
の
の
、
ド
イ
モ

イ
か
ら
五
年
経
過
し
た
一
九
九
一
年
以
降
は
八
パ
ー
セ
ン
ト

台
の
成
長
率
を
記
録
し
て
い
）
63
（

る
。
と
り
わ
け
、
一
九
九
五
年

は
九
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
顕
著
な
成
長
を
遂
げ
た
。
Ｇ

Ｄ
Ｐ
成
長
率
の
大
幅
な
上
昇
を
支
え
た
の
は
、
ド
イ
モ
イ
が

出典：1980年から1989年までの農業生産高については、Nien giam thong ke （1994） p. 94を基に筆
者作成。1990年から1997年までの農業生産高についてはNien giam thong ke （2007） p. 223
を基に筆者作成。GDPについては、World BankのWorld Data Bank （https://data.worldbank.org）
を基に筆者作成。

図表１　ベトナムにおける1980年から1997年までの農業生産高および
　経済成長率（GDP）の推移
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重
点
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
た
農
業
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
業
の
成
長
が
大
き
）
64
（

い
。
ベ
ト
ナ
ム
統
計
局
が
発
表
し
た
一
九
九
一
年
の
産
業
別
国
内
総

生
産
量
割
合
に
よ
る
と
、
国
内
産
業
（
農
業
、
工
業
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
業
）
の
総
生
産
量
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合
、
う
ち
農
業
は
四
〇
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
、
工
業
は
二
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
サ
ー
ビ
ス
業
は
三
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
）
65
（

る
。
一
九
九
五
年
の
統
計
値
に
よ

れ
ば
、
農
業
が
占
め
る
割
合
が
二
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
低
下
し
、
工
業
が
二
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
増
加
、
そ
し
て
サ
ー
ビ
ス
業
の
割

合
は
四
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
昇
し
）
66
（

た
。
農
業
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
業
は
国
内
総
生
産
量
の
七
割
以
上
を
占
め
て
お
り
、
日
常
的
な
取
引

を
前
提
と
す
る
経
済
活
動
が
ベ
ト
ナ
ム
の
経
済
成
長
に
お
い
て
重
要
な
割
合
を
占
め
て
い
た
。

　

社
会
主
義
政
治
体
制
を
維
持
し
つ
つ
も
、
市
場
経
済
の
仕
組
み
を
部
分
的
に
導
入
す
る
と
い
う
体
制
移
行
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
で
、
前

述
の
よ
う
な
一
定
の
成
果
を
上
げ
た
。
も
っ
と
も
、
ベ
ト
ナ
ム
は
社
会
主
義
国
家
建
設
と
い
う
理
想
を
捨
て
た
訳
で
は
な
い
。
非
社
会
主

義
セ
ク
タ
ー
の
存
在
お
よ
び
市
場
の
活
用
を
宣
言
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
社
会
主
義
の
過
渡
期
の
段
階
を
乗
り
越
え
、

社
会
主
義
国
家
建
設
を
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
進
む
た
め
の
手
段
と
し
て
認
め
た
に
す
ぎ
な
）
67
（

い
。

　

以
上
で
検
討
し
た
と
お
り
、
ド
イ
モ
イ
の
展
開
は
、
社
会
主
義
計
画
経
済
の
行
き
詰
ま
り
と
い
う
極
め
て
現
実
的
な
理
由
に
起
因
し
て

い
た
。
し
か
し
、
改
革
に
至
る
ま
で
の
制
度
変
化
の
過
程
は
紆
余
曲
折
を
経
て
い
た
。
各
地
方
で
は
、
物
資
不
足
や
財
政
赤
字
、
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
直
面
す
る
現
実
的
な
課
題
の
打
開
策
と
し
て
、
様
々
な
取
組
み
を
実
施
し
、
こ
れ
ら
の
活
動
は
一
定
の
成
果
を
収
め

た
。
た
だ
、
政
府
は
こ
う
し
た
取
組
み
を
無
条
件
に
国
家
の
政
策
と
し
て
採
用
し
な
か
っ
た
。
政
府
は
、
社
会
主
義
の
概
念
を
ベ
ト
ナ
ム

の
発
展
段
階
に
即
し
て
、
柔
軟
に
解
釈
し
、
そ
の
枠
内
で
取
り
入
れ
る
と
い
う
改
革
的
な
側
面
を
持
ち
つ
つ
も
、
新
経
済
政
策
の
導
入
は

慎
重
に
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
ベ
ト
ナ
ム
の
発
展
段
階
を
考
慮
し
つ
つ
、
社
会
主
義
の
概
念
を
柔
軟
に
解
釈
す
る
と
い
う
姿
勢
は
、
チ
ュ
オ

ン
・
チ
ン
に
代
表
さ
れ
る
政
治
家
ら
の
社
会
主
義
の
過
渡
期
を
巡
る
議
論
を
契
機
に
よ
り
深
化
し
て
い
き
、
保
守
派
と
改
革
派
の
綱
引
き

が
あ
っ
た
も
の
の
、
徐
々
に
中
央
の
総
意
と
し
て
、
経
済
シ
ス
テ
ム
全
体
を
見
直
す
方
向
に
固
ま
り
、
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
の
一
部
導
入

が
決
定
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
モ
イ
へ
の
改
革
以
降
も
、
ベ
ト
ナ
ム
の
体
制
移
行
の
範
囲
は
、
社
会
主
義
国
家
実
現
と
い
う
目
的
の
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枠
内
に
あ
り
、
社
会
主
義
政
治
体
制
に
お
け
る
市
場
経
済
の
部
分
的
承
認
に
留
ま
っ
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
制
度
改
革
は
、
政
治

主
導
で
実
施
さ
れ
、
漸
進
性
を
持
ち
、
か
つ
従
来
の
社
会
主
義
国
家
実
現
と
連
続
性
を
持
っ
た
制
度
変
化
で
あ
る
と
特
徴
付
け
ら
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
た
制
度
改
革
は
、
法
改
革
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

三　

ド
イ
モ
イ
と
一
九
九
五
年
民
法
典
の
制
定

㈠　

ベ
ト
ナ
ム
の
制
度
改
革
の
過
程
に
お
け
る
法
改
革
の
意
義

　

チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
は
第
六
回
党
大
会
に
お
い
て
、
ド
イ
モ
イ
を
具
体
化
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
法
制
度
の
重
要
性
に
つ
い
て
以
下
の

よ
う
に
述
べ
た
。

国
土
を
管
理
す
る
の
は
法
律
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、
道
理
の
み
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
法
律
は
、
党
の
路
線
、
方
針
を
体
制
化
し
、
人
民
の
意
思
を
体

現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
全
国
で
統
一
し
て
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
に
従
う
と
い
う
こ
と
は
、
党
の
路
線
、
方
針
を
実
行
す
る
こ
と
で

あ
る
。
法
律
に
よ
る
管
理
は
、
法
律
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
に
関
心
を
払
う
よ
う
求
め
て
い
）
68
（

る
。

こ
の
主
張
は
、
法
律
に
基
づ
く
国
家
管
理
を
志
向
す
る
社
会
主
義
的
法
制
（Phap che Xa hoi Chu nghia

）、
す
な
わ
ち
、

―
法
は
統

治
者
（
人
民
）
の
意
思
を
反
映
し
た
構
造
で
あ
り
、
党
は
統
治
者
の
代
表
と
し
て
法
律
の
内
容
を
決
定
し
、
法
を
社
会
関
係
の
調
整
の
た

め
の
道
具
（Cong cu Q

uan ly

）
と
し
て
用
い
）
69
（

る

―
の
体
現
で
あ
っ
）
70
（

た
。
社
会
主
義
的
法
制
の
理
念
は
、
一
九
九
一
年
の
第
七
回
共
産

党
大
会
で
採
択
さ
れ
た
「
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
綱
領
」
に
も
表
れ
て
い
）
71
（

る
。
そ
し
て
、
法
制
度
は
、
非
社
会
主
義
セ
ク
タ
ー
の
経
済
活
動
が
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本
格
的
に
認
め
ら
れ
て
い
く
中
で
、
そ
れ
を
管
理
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
刷
新
の
流
れ
を
受
け
て
い
っ
た
。

　

ド
イ
モ
イ
の
基
本
的
な
枠
組
み
が
法
制
度
に
出
現
し
た
の
は
、
一
九
九
二
年
の
憲
法
改
正
に
お
い
て
で
あ
っ
た
（
以
下
、「
一
九
九
二
年

憲
法
」
と
い
う
。）。
一
九
九
二
年
憲
法
は
、
そ
の
前
文
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
お
よ
び
ホ
ー
チ
ミ
ン
思
想
に
基
づ
く
社

会
主
義
国
家
の
実
現
と
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
が
社
会
主
義
の
過
渡
期
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
社
会
主
義
実
現
の
た
め
に
ド
イ
モ
イ
を
推
進
し

て
い
く
こ
と
を
掲
げ
）
72
（

た
。
ド
イ
モ
イ
路
線
は
国
家
基
本
方
針
と
な
）
73
（

り
、
そ
し
て
、
非
社
会
主
義
セ
ク
タ
ー
の
権
利
・
義
務
は
一
五
条
以
下

の
各
条
文
に
規
定
さ
れ
た
。
一
五
条
は
「
国
家
は
、
社
会
主
義
の
方
針
の
も
と
、
市
場
経
済
を
発
展
さ
せ
る
政
策
を
一
貫
し
て
実
現
さ
せ

る
。
様
々
な
生
産
・
経
営
組
織
の
各
形
態
を
も
つ
多
様
な
構
成
要
素
の
経
済
構
造
は
、
全
人
民
所
有
、
集
団
所
有
、
個
人
所
有
の
制
度
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
、
全
人
民
所
有
と
集
団
所
有
が
そ
の
土
台
と
な
る
」
と
規
定
し
、
市
場
経
済
性
と
多
経
済
セ
ク

タ
ー
構
造
を
認
め
た
。
五
七
条
は
経
営
自
由
権
（
私
営
の
自
由
）
を
認
め
る
と
共
に
、
二
一
条
は
「
個
人
経
済
、
私
営
的
資
本
主
義
経
済

は
活
動
分
野
、
経
営
形
態
、
活
動
規
模
の
制
限
な
し
に
経
営
で
き
る
」
旨
を
明
記
し
た
。
さ
ら
に
、
二
三
条
一
項
は
私
営
企
業
体
の
財
産

の
保
障
を
認
め
、
二
項
に
お
い
て
国
有
化
す
る
場
合
の
収
用
手
続
が
明
記
さ
れ
た
。
法
に
基
づ
く
経
済
管
理
の
概
念
は
二
六
条
に
明
記
さ

れ
た
。

　

一
九
九
二
年
憲
法
は
、
ベ
ト
ナ
ム
が
志
向
す
る
社
会
主
義
国
家
の
実
現
の
過
程
を
示
す
と
共
に
、
過
渡
期
に
お
け
る
市
場
の
役
割
を
、

公
式
的
な
見
解
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
理
念
を
さ
ら
に
本
格
的
に
具
体
化
す
る
手
段
と
し
て
民
法
制
定
の
必
要
性
が
強
く
認
識
さ

れ
た
。
も
っ
と
も
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
民
法
典
に
お
い
て
も
社
会
主
義
的
法
制
の
概
念
を
な
お
強
調
す
る
こ
と
に
な
）
74
（

る
。
な
ぜ
な
ら
、

ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
は
特
に
、
法
は
政
策
の
実
現
と
そ
の
管
理
の
た
め
の
手
段
と
解
さ
れ
る
た
め
、
経
済
関
係
を
規
律
す
る
法
お
よ
び
規

則
は
、
国
家
に
よ
る
規
制
が
強
く
働
き
、
当
事
者
の
裁
量
の
範
囲
は
狭
い
も
の
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
の
中

で
初
め
て
制
定
さ
れ
た
民
法
典
は
い
か
な
る
内
容
と
な
っ
て
い
た
の
か
。
次
節
で
は
、
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
。
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㈡　

一
九
九
五
年
ベ
ト
ナ
ム
民
法
典
の
制
定
過
程
お
よ
び
そ
の
内
容
と
特
徴

1　

ベ
ト
ナ
ム
民
法
典
の
制
定
過
程

　

民
法
典
の
起
草
は
、
ま
さ
に
新
経
済
政
策
が
導
入
さ
れ
た
一
九
八
〇
年
に
着
手
さ
れ
た
。
一
九
八
〇
年
一
一
月
三
日
、
政
府
閣
僚
会
議

は
民
法
典
草
案
の
起
草
委
員
会
設
立
に
関
す
る
決
定
第
三
五
〇
‐
Ｃ
Ｐ
を
採
択
し
、
本
決
定
に
基
づ
き
ベ
ト
ナ
ム
司
法
省
お
よ
び
関
係
機

関
を
構
成
員
と
す
る
民
法
典
起
草
委
員
会
が
設
立
さ
れ
）
75
（

た
。
こ
の
間
に
も
民
事
関
係
を
規
律
す
る
法
令

―
婚
姻
家
族
法
（
一
九
八
六
）、

国
籍
法
（
一
九
八
八
）、
工
業
財
産
に
関
す
る
命
令
（
一
九
八
九
）、
相
続
に
関
す
る
命
令
（
一
九
九
〇
）、
民
事
契
約
に
関
す
る
命
令
（
一
九

九
一
）、
居
住
用
家
屋
に
関
す
る
命
令
（
一
九
九
一
）、
外
国
人
の
出
入
国
お
よ
び
旅
行
に
関
す
る
命
令
（
一
九
九
二
）

―
が
制
定
さ
れ
）
76
（

た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
法
令
は
、
財
産
権
や
契
約
上
の
義
務
、
民
事
契
約
関
係
、
国
際
私
法
な
ど
の
民
事
取
引
に
関
係
す
る
事
項
を
網
羅
的

に
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
現
行
法
令
の
課
題
を
改
善
す
る
た
め
に
、
民
法
典
は
、
①
一
九
九
二
年
憲
法
が
規
定
す
る
人
民
の

権
利
利
益
の
保
護
、
②
全
て
の
社
会
経
済
階
層
が
生
産
力
を
解
放
で
き
る
制
度
の
構
築
、
③
社
会
主
義
の
伝
統
に
従
っ
た
民
事
関
係
へ
の

個
人
お
よ
び
組
織
の
参
加
基
準
の
構
築
、
④
民
事
紛
争
の
調
整
、
⑤
こ
れ
ま
で
公
布
し
た
民
事
関
連
法
令
の
統
一
化
を
そ
の
制
定
の
目
的

に
掲
げ
）
77
（

た
。
第
一
草
案
は
一
九
九
一
年
に
完
成
し
、
そ
の
後
改
正
を
経
て
、
五
三
の
省
、
直
轄
市
お
よ
び
多
種
多
様
な
政
治
的
・
社
会
的

組
織
を
対
象
に
七
か
月
に
も
及
ぶ
国
民
向
け
の
意
見
聴
取
を
実
施
し
）
78
（

た
。
こ
う
し
た
意
見
聴
取
の
結
果
を
踏
ま
え
た
第
一
二
草
案
が
国
会

に
提
出
さ
れ
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
二
八
日
に
可
決
、
民
法
典
が
完
成
し
、
一
九
九
六
年
七
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、
民
法
典
を
実
施
す
る
た
め
に
、
一
九
九
五
年
一
二
月
一
九
日
首
相
令
八
三
三
‐
Ｔ
Ｔ
ｇ
が
発
令
さ
れ
た
。
法
務
省
は
文
化
情

報
省
、
環
境
技
術
科
学
省
な
ど
の
関
係
各
省
庁
と
と
も
に
、
民
法
典
施
行
ま
で
に
、
国
民
や
企
業
、
各
省
庁
の
役
人
ら
へ
の
民
法
典
の
周

知
活
動
の
実
施
を
確
認
し
）
79
（

た
。
な
お
、
民
法
典
と
抵
触
す
る
関
係
法
令
は
、
一
九
九
六
年
一
月
の
民
法
典
の
施
行
後
、
効
力
を
失
っ
た）

80
（

。
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2　

一
九
九
五
年
民
法
典
の
特
徴

　

一
九
九
五
年
民
法
典
は
前
文
、
全
七
編
（
①
総
則
、
②
財
産
と
所
有
権
、
③
債
務
と
民
事
契
約
、
④
相
続
、
⑤
土
地
使
用
権
の
規
定
に
関
す
る
規

定
、
⑥
知
的
財
産
権
及
び
技
術
移
転
、
⑦
海
外
的
要
素
を
も
つ
民
事
関
係
）、
三
三
章
、
八
三
八
か
条
か
ら
構
成
さ
）
81
（

れ
、
そ
の
構
成
は
日
本
民
法

と
類
似
し
た
パ
ン
デ
ク
テ
ン
方
式
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
的
財
産
法
（
第
六
編
）
や
国
際
私
法
（
第
七
編
）
も
含
ん
で
お
り
、
ま
さ
に
市

場
取
引
が
関
わ
る
法
を
網
羅
し
た
条
文
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
取
引
お
よ
び
財
産
に
関
す
る
一
般
法
で
あ
る
た
め
、
婚
姻
お
よ
び
家
族
法

は
民
法
典
に
取
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の
他
の
特
徴
と
し
て
以
下
の
点
が
挙
げ
ら
れ
）
82
（

る
。

　

⑴　

政
策
の
法
規
範
化

　

民
法
典
は
前
文
に
お
い
て
、
そ
れ
が
一
九
九
二
年
憲
法
の
具
体
化
で
あ
る
こ
と
を
明
示
的
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

ベ
ト
ナ
ム
民
事
法
律
は
民
事
取
引
を
促
進
し
、
国
の
経
済
・
社
会
発
展
に
よ
い
環
境
を
作
り
出
す
法
的
道
具
で
あ
る
。
民
法
典
は
、
従
来
の
ベ
ト
ナ
ム

民
事
法
律
を
継
続
し
、
発
展
さ
せ
、
一
九
九
二
年
憲
法
を
具
体
化
す
る
、
国
家
の
法
律
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る

生
産
能
力
を
引
き
続
き
解
放
し
、
民
主
的
な
能
力
を
発
揮
さ
せ
、
社
会
公
平
、
民
事
に
関
す
る
人
権
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
法
的
基
盤
を
作
り

出
す
（
中
略
）
社
会
主
義
の
傾
向
に
従
っ
て
国
家
管
理
の
あ
る
市
場
機
構
に
基
づ
く
多
形
態
商
品
経
済
を
構
成
し
、
国
民
が
豊
か
で
、
国
が
強
く
、
社

会
が
公
平
で
、
文
明
的
だ
と
い
う
目
標
を
達
成
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献
す
る
。

と
そ
の
目
的
を
宣
言
し
た
。
こ
こ
に
い
う
「
民
事
取
引
」
と
は
、
民
事
債
権
・
債
務
を
発
生
さ
せ
、
変
更
し
、
終
了
す
る
こ
と
を
目
指
す

個
人
、
法
人
お
よ
び
他
の
主
体
の
一
方
的
な
法
律
行
為
ま
た
は
契
約
と
定
義
さ
れ
る
（
一
三
〇
条
）。
市
場
取
引
を
指
し
て
い
る
と
解
さ

れ
、
非
社
会
主
義
セ
ク
タ
ー
を
活
用
す
る
と
い
う
ド
イ
モ
イ
の
具
体
化
で
あ
る
こ
と
が
分
か
）
83
（

る
。

　

市
場
取
引
を
促
進
す
る
た
め
に
、
民
法
典
は
「
自
由
で
、
自
主
的
に
約
束
し
、
合
意
す
る
原
則
（N

guyen tac tu do, tu nguyen cam
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ket, thoa thuan

）」
を
認
め
た
（
七
条
）。
本
条
は
、
契
約
自
由
の
原
則
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、「
民
事
債
権
・
債
務
の
確
立
に
お
い

て
法
律
の
規
定
に
符
合
す
る
自
由
的
約
束
・
合
意
権
利
は
、
法
律
に
保
障
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
法
律
の
規
定
に
反
し
な
い
限
度

に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
留
保
付
き
の
権
利
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
所
有
権
お
よ
び
民
事
債
権
が
法
的
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
し
た
（
六
条
、
一
二
条
）。
そ
し
て
、
民
事
取
引
に
お
け
る
各
当

事
者
は
平
等
に
扱
わ
れ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
（
八
条
）。
こ
れ
ら
の
条
文
の
立
法
背
景
に
は
、
社
会
主
義
計
画
経
済
下
に
お
い
て
、
私
的

経
営
が
取
り
締
ま
り
の
対
象
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、「
小
商
人
」
と
呼
ば
れ
る
な
ど
、
社
会
的
に
も
蔑
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
が

背
景
に
あ
）
84
（

る
。
市
場
取
引
が
保
護
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
、
法
律
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
平
等
か
つ
適
正
な
市
場
取
引

を
促
進
し
よ
う
と
し
た
。

　

⑵　

社
会
主
義
的
色
彩

　

民
法
典
は
市
場
取
引
を
促
進
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
が
、
社
会
主
義
的
要
素
も
強
く
残
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
先
に
引
用
し
た
前
文

は
民
法
典
の
役
割
に
つ
い
て
「
国
の
経
済
・
社
会
発
展
」
の
た
め
の
「
法
的
道
具
で
あ
る
」
こ
と
を
強
調
し
、
民
法
典
に
基
づ
き
、
市
場

取
引
を
規
律
し
て
い
く
と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
、
㈠
で
言
及
し
た
、
社
会
主
義
的
法
制
の
理
解
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
）
85
（

。

　

所
有
形
態
に
つ
い
て
は
、
憲
法
一
五
条
が
原
則
と
す
る
全
人
民
所
有
お
よ
び
集
団
所
有
の
内
容
を
具
体
化
す
る
と
共
に
、
ベ
ト
ナ
ム
社

会
に
存
在
す
る
所
有
形
態
を
網
羅
的
に
反
映
し
て
い
る
（
二
〇
五
条
〜
二
四
〇
条
）。
ま
た
、
土
地
の
個
人
所
有
は
否
定
さ
れ
、（
全
人
民
所

有
・
二
〇
五
条
、
六
九
〇
条
一
項
）
個
人
お
よ
び
法
人
は
土
地
使
用
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
六
九
〇
条
二
）
86
（

項
）。

　

⑶　

行
為
規
範
的
要
素

　

行
為
規
範
要
素
は
、
道
徳
、
伝
統
の
尊
重
原
則
（
四
条
）
や
夫
婦
平
等
権
（
三
六
条
）
に
表
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、

行
為
規
範
に
違
反
し
た
こ
と
を
理
由
に
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
加
え
る
規
定
も
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
民
事
取
引
の
契
約
解
釈
に
つ
い
て
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規
定
し
た
一
三
五
条
二
項
は
、
経
済
格
差
の
あ
る
当
事
者
間
に
お
い
て
、
経
済
力
の
強
い
当
事
者
が
、
経
済
力
の
弱
い
当
事
者
に
不
利
な

内
容
を
契
約
内
容
に
入
れ
た
場
合
、
契
約
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
経
済
力
の
弱
い
当
事
者
に
有
利
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を

規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
法
律
に
違
反
す
る
、
あ
る
い
は
社
会
道
徳
に
反
す
る
内
容
を
も
つ
民
事
取
引
は
、
無
効
と
な
り
、
取
引
か
ら
果

実
を
得
て
い
た
場
合
、
没
収
の
対
象
と
な
る
（
一
三
七
条
一
）
87
（

項
）。

　

こ
う
し
た
行
為
規
範
的
要
素
は
、
取
引
の
安
全
に
関
す
る
規
定
の
立
法
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
九
五
年
民
法
典
に
表

見
代
理
の
規
定
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
本
人
に
無
断
で
契
約
を
締
結
す
る
と
い
う
、
無
権
代
理
行
為
自
体
が
行
為
規
範
と
し
て
そ
も

そ
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
た
め
、
そ
の
よ
う
な
契
約
の
相
手
方
は
、
た
と
え
善
意
の
第
三
者
で
あ
っ
て
も
保
護
す
る
必
要
は
な
い
と
説
明

さ
れ
て
い
）
88
（

る
。
即
時
取
得
の
規
定
も
存
在
し
な
い
。「
他
人
の
物
を
売
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
真
の
権
利
者
が
保
護
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
）
89
（

る
。
む
し
ろ
、
行
為
規
範
的
に
問
題
の
あ
る
行
為
に
つ
い
て
、
第
三
者
保
護
規
定
を
設
け
る
と
、

法
を
国
家
管
理
の
道
具
と
し
て
捉
え
る
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
は
、
か
え
っ
て
違
法
行
為
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
懸
念
さ
れ

て
い
）
90
（

た
。
も
っ
と
も
、
動
的
安
全
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
第
三
者
が
全
く
保
護
さ
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
点
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
無
権
代
理
行
為
に
お
い
て
、
本
人
に
よ
る
追
認
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
無
権
代
理
人

が
権
限
を
超
え
て
実
行
し
た
民
事
取
引
の
分
に
関
し
て
、
無
権
代
理
人
は
、
相
手
方
に
対
し
、
債
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規

定
し
て
い
る
（
一
五
五
条
一
項
）。
取
引
の
相
手
方
が
善
意
で
あ
っ
た
場
合
、
相
手
方
は
無
権
代
理
人
に
対
し
て
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
一
五
五
条
二
）
91
（

項
）。

3　

一
九
九
五
年
民
法
典
に
お
け
る
所
有
権
と
契
約

　

こ
こ
で
は
、
市
場
経
済
の
促
進
と
い
う
側
面
か
ら
、
そ
の
基
盤
と
な
る
「
所
有
権
（
特
に
土
地
所
有
権
）」
お
よ
び
「
契
約
（
特
に
売
買

契
約
）」
に
絞
っ
て
、
一
九
九
五
年
民
法
典
の
内
容
を
具
体
的
に
確
認
す
る
。
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民
法
典
は
、
所
有
権
に
は
①
占
有
権
、
②
使
用
権
、
③
処
分
権
が
あ
り
、
こ
れ
ら
三
つ
の
権
利
を
全
て
持
つ
者
が
所
有
者
と
し
て
定
義

さ
れ
る
（
一
七
三
条
）。
⑵
で
述
べ
た
通
り
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
土
地
の
個
人
所
有
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
（
二
〇
五
条
）、
個
人
お

よ
び
集
団
は
土
地
使
用
権
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
土
地
使
用
権
は
譲
渡
可
能
で
あ
り
（
二
〇
〇
条
）、
土
地
の
使
用
権
の
移

転
に
つ
い
て
は
、
第
五
編
「
土
地
使
用
権
の
移
転
に
関
す
る
規
定
」
が
規
定
す
）
92
（

る
。
交
換
価
値
の
自
由
処
分
は
、
取
引
社
会
が
前
提
と
す

る
契
約
自
由
の
原
則
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
法
律
が
定
め
る
場
合
、
処
分
権
は
制
限
さ
れ
る
（
二
〇
四
）
93
（

条
）。

　

土
地
使
用
権
は
国
家
か
ら
引
渡
し
を
受
け
る
ま
た
は
借
り
る
か
、
土
地
使
用
権
を
有
す
る
人
か
ら
移
転
を
受
け
る
こ
と
で
取
得
で
き
る

（
六
九
〇
条
二
項
、
三
項
）。
土
地
使
用
権
者
に
は
果
実
収
受
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
一
九
八
条
）。
果
実
収
受
権
の
明
文
化
は
生
産
高
の
向

上
、
ひ
い
て
は
市
場
流
通
物
資
、
輸
出
品
増
加
の
基
盤
に
な
り
得
る
。
国
家
か
ら
農
地
の
土
地
使
用
権
を
譲
り
受
け
た
農
民
や
そ
の
世
帯

は
、
自
己
の
労
働
の
対
価
に
見
合
っ
た
収
益
が
法
的
に
も
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
明
確
と
な
り
、
耕
作
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
向
上
に
結
び

つ
く
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

売
買
契
約
は
、
第
二
章
「
一
般
的
民
事
契
約
」
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
（
四
二
一
条
〜
四
六
〇
条
）。
四
二
一
条
は
売
買
契
約
に
つ

い
て
「
財
産
売
買
契
約
で
は
、
各
当
事
者
と
の
合
意
に
従
っ
て
、
売
り
主
が
、
買
い
主
に
財
産
を
引
き
渡
し
、
そ
の
財
産
に
所
有
権
を
移

転
し
、
代
金
を
受
け
と
る
義
務
を
有
す
る
。
買
い
主
は
、
財
産
を
引
き
受
け
、
売
り
主
に
代
金
を
支
払
う
義
務
を
有
す
る
」
と
定
義
し
、

当
事
者
の
売
買
契
約
の
合
意
が
契
約
の
成
立
要
件
と
な
っ
て
い
る
。
売
買
の
対
象
物
は
「
物
と
財
産
権
」
で
あ
り
、
現
実
に
存
在
し
、
取

引
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
（
四
二
二
条
一
）
94
（

項
）。

　

四
〇
二
条
は
、
契
約
の
成
立
要
件
と
し
て
必
須
と
な
る
主
要
内
容
に
つ
い
て
定
め
て
お
り
、
そ
れ
は
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
主
要

内
容
が
な
け
れ
ば
、
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
当
事
者
は
法
律
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
な
い
事
項
、
具
体
的
に
は

―
目
的

物
の
品
質
、
価
格
、
支
払
方
法
、
履
行
期
間
、
財
産
の
引
渡
場
所
、
引
渡
方
法

―
に
限
り
当
事
者
の
合
意
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ

の
限
り
に
お
い
て
契
約
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
（
四
二
四
条
〜
四
二
八
条
）。
売
買
契
約
は
双
務
契
約
で
あ
る
が
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
履
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行
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
相
手
が
債
務
を
履
行
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
自
己
の
債
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
、
同
時
履
行
の
抗
弁
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い 

（
四
一
一
条
一
）
95
（

項
）。
そ
の
理
由
と
し
て
、
当
時
の
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
は
、
当
事
者

の
契
約
履
行
能
力
、
特
に
支
払
能
力
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
）
96
（

る
。
取
引
が
停
滞
し
な
い
よ
う
、
履
行
期
間
経
過
後
は

ま
ず
は
自
己
の
債
務
か
ら
履
行
す
る
べ
き
で
あ
る
と
定
め
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
四
一
二
条
は
不
安
の
抗
弁
権
を
認
め
て
お
り
、
当
事
者

間
の
利
益
調
整
を
図
っ
て
い
る
。

　

売
主
の
担
保
責
任
と
し
て
、
数
量
不
足
（
四
二
八
条
）、
危
険
負
担
（
四
三
三
条
）、
瑕
疵
担
保
責
任
（
四
三
七
条
〜
四
四
一
条
）
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。
買
主
は
、
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
、
売
主
に
対
し
て
、
瑕
疵
担
保
の
規
定
に
基
づ
き
、
修
補
請
求
権
、
代
金
減
額
請

求
権
、
代
替
物
と
の
交
換
請
求
権
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
四
三
七
条
一
項
）、
併
せ
て
保
証
義
務
に
基
づ
く

保
証
措
置
を
請
求
で
き
る
（
四
三
八
条
）。
保
証
義
務
は
、
市
場
取
引
へ
の
信
頼
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
特
徴
的
な
規
定
で

あ
る
。

　

保
証
義
務
と
は
、
保
証
期
間
と
呼
ば
れ
る
一
定
の
期
間
、
売
主
が
売
買
物
に
対
し
保
証
を
す
る
義
務
の 

こ
と
で
あ
り
、
保
証
義
務
の

対
象
と
な
る
物
は
①
当
事
者
が
合
意
し
た
も
の
、
ま
た
は
②
法
律
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
保
証
義
務
も
瑕
疵
担
保
責
任
と
同
様
に
、

保
証
期
間
内
に
瑕
疵
が
発
見
さ
れ
た
場
合
、
買
主
は
売
主
に
対
し
て
、
保
証
措
置
と
し
て
、
修
補
請
求
権
、
代
金
の
減
額
請
求
権
、
代
替

品
と
の
交
換
請
求
権
、
代
金
の
償
還
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
四
三
九
条
）。
ま
た
、
技
術
的
瑕
疵
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ

た
場
合
、
そ
れ
が
買
主
の
過
失
に
よ
ら
な
い
限
り
、
損
害
の
賠
償
も
請
求
で
き
る
（
四
四
一
条
一
項
、
二
項
）。
保
証
義
務
と
瑕
疵
担
保
責

任
は
一
見
、
違
い
が
な
い
よ
う
に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
売
主
の
免
責
規
）
97
（

定
を
設
け
て
い
る
の
に
対
し
て
、
保
証
義
務

に
は
そ
の
よ
う
な
規
定
が
な
い
。
売
主
は
法
律
上
目
的
物
が
保
証
義
務
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
、
保
証
義
務
を
必
ず
負
担
す
る
。
売
主
に

と
っ
て
は
重
い
責
任
で
あ
る
が
、
当
時
の
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
は
粗
悪
品
が
市
場
に
流
れ
て
お
り
、
市
場
の
信
用
性
を
高
め
る
た
め
に
も

必
要
な
規
定
で
あ
っ
）
98
（

た
。
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以
上
の
通
り
、
民
法
典
は
、
個
人
に
土
地
所
有
権
は
認
め
て
い
な
い
も
の
の
、
土
地
使
用
権
を
認
め
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
土
地
使
用
権

に
基
づ
く
土
地
の
自
由
な
使
用
・
収
益
・
処
分
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
は
効
率
的
な
土
地
の
利
用
や
農
業
生
産
量
の
増
加
を
含
む
Ｇ
Ｄ
Ｐ

の
増
加
に
寄
与
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
市
場
取
引
を
促
進
す
る
法
と
し
て
、
進
歩
し
た
側
面
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
同
時
履
行
の
抗
弁

権
を
否
定
し
た
立
法
や
消
費
者
保
護
的
要
素
を
持
つ
保
証
義
務
の
条
文
に
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

四　

一
九
九
五
年
民
法
典
の
意
義
と
そ
の
限
界

　
　

―
体
制
移
行
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
契
約
自
由
の
原
則
の
分
析
を
中
心
に

―

　

ド
イ
モ
イ
は
、
一
九
九
二
年
の
憲
法
改
正
に
お
い
て
、
公
式
に
認
知
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
国
家
の
基
本
方
針
と
し
て
の
地
位
を
確
立

し
た
。
一
九
九
五
年
民
法
典
は
、
そ
れ
を
現
実
化
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
民
事
取
引
が
国
家
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と

を
宣
言
す
る
と
と
も
に
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
財
産
権
や
私
的
取
引
の
保
護
に
つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
な
規
定
を
設
け
た
。
民
法
典
の
制

定
自
体
が
、
安
心
し
て
市
場
取
引
に
関
与
す
る
機
会
を
与
え
、
取
引
を
活
発
化
さ
せ
る
効
果
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
）
99
（

う
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
も
そ
も
取
引
に
入
る
当
事
者
に
と
っ
て
、
自
分
の
財
産
権
が
保
護
さ
れ
る
何
ら
か
の
手
段
が
あ
る
か
否
か
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
の

保
護
で
あ
る
か
が
、
極
め
て
重
要
な
判
断
要
素
に
な
る
か
ら
で
あ
）
100
（

る
。

　

一
九
八
六
年
以
降
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
は
上
昇
傾
向
に
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
経
済
成
長
は
農
業
生
産
や
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
市
場
取
引
を

前
提
と
す
る
産
業
部
門
が
支
え
て
い
た
。（
二
㈡
参
照
）。
実
体
経
済
お
よ
び
党
の
政
策
を
法
的
に
保
障
し
、
財
産
権
の
保
障
や
民
法
典
の

制
定
は
、
市
場
経
済
導
入
の
た
め
の
基
盤
作
り
と
い
う
点
で
体
制
移
行
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

　

も
っ
と
も
、
他
方
に
お
い
て
、
一
九
九
五
年
ベ
ト
ナ
ム
民
法
典
の
規
定
の
中
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
市
場
取
引
の
現
状
を
追
認
す

る
に
留
ま
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
契
約
自
由
の
原
則
を
保
障
す
る
一
方
で
（
七
条
）、
法
律
に
よ
る
留
保
が
付
さ
れ
て
お
り
、
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国
家
に
よ
る
民
事
取
引
の
管
理
も
色
濃
く
出
て
い
る
。
そ
の
後
、
契
約
自
由
の
原
則
は
、
二
〇
〇
五
年
の
民
法
典
改
正
に
よ
っ
て
全
面
的

に
保
障
に
さ
れ
た
と
解
さ
れ
て
い
）
101
（

る
（
四
条
、
三
八
九
条
）
が
、
一
九
九
五
年
民
法
典
の
規
定
内
容
は
、
体
制
移
行
国
家
の
過
渡
期
に
お

け
る
契
約
自
由
の
原
則
の
捉
え
方
を
如
実
に
象
徴
し
て
い
る
。

　

ま
た
四
〇
二
条
一
項
は
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
主
要
内
容
が
な
け
れ
ば
、
当
事
者
は
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
各
当

事
者
は
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
な
い
事
項
に
限
っ
て
、
合
意
に
よ
り
契
約
内
容
を
決
定
で
き
る
と
規
定
し
）
102
（

た
。
国
家
は
、
あ
ら
か
じ
め
有

効
と
な
る
契
約
内
容
を
他
の
法
規
範
に
よ
っ
て
定
め
、
そ
れ
に
合
致
す
る
範
囲
内
で
、
各
当
事
者
は
契
約
締
結
で
き
る
と
い
う
枠
組
み
を

採
用
し
た
。
こ
れ
ら
の
規
定
を
総
合
す
る
と
、
一
九
九
五
年
民
法
典
の
契
約
自
由
の
原
則
、
と
り
わ
け
契
約
内
容
に
つ
い
て
の
自
由
は
、

相
当
制
限
さ
れ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
民
事
取
引
が
効
力
を
有
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
社
会
道
徳
に
反
し
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
お
り
（
一
三
一
条
二
項
）、
契
約

内
容
の
自
由
は
、
社
会
道
徳
に
基
づ
く
制
約
を
受
け
る
。
そ
し
て
、
前
文
が
掲
げ
る
社
会
主
義
的
傾
向
に
よ
る
国
家
管
理
と
い
う
目
的
は
、

社
会
道
徳
の
中
に
含
ま
れ
て
お
り
、
社
会
主
義
の
傾
向
に
反
す
る
よ
う
な
契
約
に
は
契
約
の
自
由
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
関
す

る
解
釈
は
国
家
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
個
々
の
事
案
判
断
に
よ
る
ほ
か
な
い
。

　

民
事
取
引
の
有
効
性
の
判
断
は
、
当
該
契
約
内
容
が
国
家
の
許
容
す
る
契
約
の
範
囲
内
か
否
か
で
決
せ
ら
れ
る
。
法
律
や
下
位
法
規
範

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
な
る
が
、
法
令
が
存
在
し
な
い
場
合
や
規
制
の
範
囲
内
か
明
ら
か
で
な
い
場
合
は
、
契
約
の
解
釈
に
委

ね
ら
れ
る
。
そ
の
解
釈
は
、
裁
判
所
お
よ
び
他
の
国
家
機
関
が
担
う
（
一
二
条
二
項
）
が
、
一
九
九
五
年
民
法
典
制
定
当
時
に
お
い
て
は
、

裁
判
所
や
裁
判
官
の
能
力
や
質
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
）
103
（

り
、
裁
量
権
の
広
さ
も
相
ま
っ
て
、
事
案
ご
と
に
異
な
る
判
断
が
な
さ
れ
る
蓋

然
性
が
高
か
っ
た
。
事
案
解
決
の
予
測
不
可
能
性
や
不
安
定
性
は
、
当
事
者
の
取
引
関
係
の
萎
縮
に
つ
な
が
り
か
ね
ず
、
契
約
締
結
の
自

由
、
ひ
い
て
は
市
場
取
引
全
般
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
り
、
市
場
取
引
の
促
進
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
不
十
分
な
点
が
残
っ

た
。
ま
た
、
無
権
利
者
・
無
権
限
者
に
よ
る
取
引
が
、
行
為
規
範
に
反
す
る
こ
と
を
理
由
に
善
意
の
第
三
者
の
保
護
の
規
定
を
設
け
て
い
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な
い
と
い
う
課
題
も
あ
る
（
前
述
⑶
）。

　

し
か
し
な
お
、
一
九
九
五
年
民
法
典
は
、
ド
イ
モ
イ
が
志
向
す
る
市
場
の
た
め
の
強
固
な
制
度
基
盤
を
構
築
し
た
。
市
場
取
引
が
公
認

さ
れ
て
間
も
な
い
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
は
、
制
度
基
盤
を
構
築
し
た
こ
と
が
持
つ
意
義
は
大
き
く
、
か
つ
、
こ
れ
ま
で
商
取
引
に
ま
と
わ

り
つ
い
て
い
た
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
、
土
地
使
用
権
の
譲
渡
を
含
む
財
産
権
の
取
引
ル
ー
ル
を
充
実
さ
せ
た
。
し
か
し
、
そ

の
一
方
で
、
法
律
に
よ
り
取
引
を
管
理
し
よ
う
と
す
る
側
面
も
併
せ
持
ち
、
政
治
的
に
承
認
さ
れ
た
市
場
取
引
と
い
う
域
を
出
て
い
な
い

部
分
も
あ
る
。
と
り
わ
け
、
善
意
の
第
三
者
保
護
の
規
定
を
設
け
、
取
引
の
安
全
を
確
保
し
、
さ
ら
に
市
場
取
引
へ
の
信
頼
を
高
め
る
と

い
う
制
度
変
化
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
）
104
（

た
。
そ
れ
は
、
一
九
九
五
年
民
法
典
が
政
治
の
道
具
と
し
て
の
要
素
を
な
お
強
く
残
し
て
お
り
、

法
規
範
と
し
て
の
独
自
の
役
割
を
果
た
す
に
は
、
多
く
の
制
約
を
抱
え
て
い
た
か
ら
で
あ
）
105
（

る
。

　

そ
れ
で
も
な
お
、
一
九
九
五
年
民
法
典
の
制
定
は
、
そ
の
後
の
ベ
ト
ナ
ム
の
政
治
・
経
済
の
安
定
的
な
発
展
の
制
度
基
盤
を
構
築
し
た

極
め
て
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。

五　

結
語

―
今
後
の
課
題

―

　

ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
一
九
九
五
年
民
法
典
の
制
定
は
、
悪
化
す
る
国
内
経
済
状
況
と
食
料
危
機
を
契
機
と
し
て
、
政
府
が
市
場
取
引
を

許
容
す
る
ド
イ
モ
イ
へ
の
改
革
を
決
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
具
体
化
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
一
九
九
五
年

民
法
典
は
、
市
場
取
引
を
現
実
に
創
出
す
る
効
果
を
持
っ
た
も
の
の
、
契
約
自
由
の
原
則
は
法
律
に
よ
る
規
制
を
受
け
、
取
引
の
安
全
を

確
保
す
る
た
め
の
第
三
者
保
護
規
定
を
欠
く
な
ど
、
ま
だ
多
く
の
制
約
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
ベ
ト
ナ
ム
社
会
に
お
け
る
制

度
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
端
を
担
う
も
の
と
し
て
の
あ
る
が
ま
ま
の
一
九
九
五
年
民
法
典
の
姿
を
描
き
出
す
こ
と
に
努
め
た
。

　

そ
れ
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
制
度
改
革
の
特
徴
と
し
て
の
漸
進
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
九
五
年
民
法
典
の
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制
定
は
、
ド
イ
モ
イ
を
現
実
に
具
体
化
し
、
市
場
シ
ス
テ
ム
の
形
成
に
向
け
た
制
度
変
化
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
市
場
シ
ス
テ

ム
の
完
成
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
初
期
の
段
階
に
位
置
す
る
も
の
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
首
尾
一
貫
し

た
市
場
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
漸
進
的
な
制
度
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
法
改
革
が
持
つ
固
有
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

は
、
そ
の
後
の
民
法
典
の
展
開
に
つ
い
て
確
認
し
、
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

一
九
九
五
年
民
法
典
の
施
行
か
ら
五
年
経
っ
た
二
〇
〇
〇
年
に
は
、
改
正
の
準
備
に
入
り
、
二
〇
〇
五
年
に
民
法
典
は
改
正
さ
れ
た
。

二
〇
〇
五
年
民
法
典
は
、
一
九
九
五
年
民
法
典
で
は
十
分
に
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
契
約
自
由
の
原
則
が
認
め
ら
れ
た
（
四
）
106
（

条
）。
契

約
に
お
け
る
当
事
者
間
の
主
体
性
が
強
ま
り
、
国
家
に
よ
る
制
限
の
範
囲
が
緩
和
さ
れ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
改
正
時
も
、

ベ
ト
ナ
ム
は
社
会
主
義
国
家
建
設
と
い
う
理
想
を
捨
て
て
は
お
ら
ず
、
契
約
を
自
律
的
な
も
の
と
し
、
市
場
取
引
を
深
化
さ
せ
る
方
向
に

傾
く
こ
と
は
、
理
想
と
乖
離
を
生
じ
な
い
か
が
問
わ
れ
た
。
市
場
取
引
が
一
層
進
展
す
る
中
で
、
社
会
主
義
的
な
理
念
を
維
持
す
る
こ
と

は
、
市
場
シ
ス
テ
ム
と
社
会
主
義
的
規
制
法
理
と
の
緊
張
を
一
層
高
め
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
矛
盾
は
生
じ
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
改
正
が
ど
の
よ
う
な
解
答
を
引
き
出
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
別
稿
で
考
察
す
る
。

﹇
付
記
﹈　

本
論
文
は
平
成
三
〇
年
度
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
博
士
課
程
学
生
研
究
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
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と
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八
‐
九
頁
、 

白
石
昌
也
『
ベ
ト
ナ

ム 

革
命
と
建
設
の
は
ざ
ま
』
東
京
大
学
出
版
会
（
一
九
九
三
） 

七
八
頁
。

（
6
）  

中
臣
久
『
ベ
ト
ナ
ム
経
済
の
基
本
構
造
』
日
本
評
論
社
（
二
〇
〇
一
）
五
三
‐
五
六
頁
参
照
。
特
に
配
給
制
度
に
つ
い
て
五
五
‐
五
六
頁
。
ベ

ト
ナ
ム
の
農
業
生
産
関
係
に
つ
い
て
村
野
勉
「
ベ
ト
ナ
ム
の
社
会
主
義
農
業
制
度
」
木
村
哲
三
郎
編
『
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
の
国
家
建
設
の
構
図
』

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
（
一
九
八
四
）
五
七
‐
八
八
頁
。
特
に
生
産
お
よ
び
分
配
に
つ
い
て
七
二
‐
七
六
頁
参
照
。

（
7
）  
普
遍
モ
デ
ル
が
抱
え
て
い
る
生
産
関
係
の
内
在
的
問
題
に
つ
い
て
、
前
掲
注
（
5
）・
古
田
二
三
‐
二
五
頁
を
参
照
。

（
8
）  

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
下
に
お
け
る
北
ベ
ト
ナ
ム
の
配
給
制
度
に
つ
い
て
、
前
掲
注
（
5
）・
古
田
二
五
‐
二
七
頁
、
前
掲
注
（
6
）・
中
臣
五
五
頁
参

照
。

（
9
）  

前
掲
注
（
5
）・
古
田
二
七
‐
二
八
頁
。

（
10
）  

前
掲
注
（
5
）・
古
田
二
三
‐
二
六
頁
、
前
掲
注
（
4
）・
三
尾
三
七
‐
三
九
頁
。
竹
内
郁
雄
「
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
第
1
次
経
済
改
革
の
考
察

Ⅰ

―
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
の
関
連
を
中
心
に

―
」『
ア
ジ
ア
経
済
』
三
二
巻
六
号
ジ
ェ
ト
ロ
・
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所 （
一
九
九
一
） 

四
頁
。

（
11
）  

前
掲
注
（
5
）・
古
田
二
三
‐
二
九
頁
を
参
照
。
ま
た
前
掲
注
（
4
）・
三
尾
は
「
戦
時
共
産
主
義
政
策
」
と
呼
ぶ
。

（
12
）  

調
査
資
料
『
ベ
ト
ナ
ム
の
第
2
次
5
カ
年
計
画
（
１
９
７
６
〜
8
0
年
と
１
９
７
７
年
の
国
家
計
画
の
内
容
）』
日
本
貿
易
振
興
会
（
一
九
七

七
）
三
二
‐
三
四
頁
、
前
掲
注
（
5
）・
白
石
一
二
一
‐
一
二
八
頁
。

（
13
）  

商
業
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
に
つ
い
て
は
特
に
前
掲
注
（
5
）・
白
石
一
二
三
‐
一
二
六
頁
参
照
。

（
14
）  

前
掲
注
（
12
）・
調
査
資
料
二
‐
三
頁
。

（
15
）  

木
村
哲
三
郎
「
ベ
ト
ナ
ム
の
経
済
建
設
」
木
村
哲
三
郎
編
『
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
の
国
家
建
設
の
構
図
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
（
一
九
八
四
）
一

三
〇
頁
掲
載
第
21
表
参
照
。
な
お
、
南
北
統
一
後
の
ベ
ト
ナ
ム
経
済
の
情
勢
分
析
に
つ
い
て
は
、
同
一
二
四
‐
一
四
二
頁
参
照
。
と
り
わ
け
、
第

二
次
五
カ
年
計
画
の
分
析
お
よ
び
評
価
に
つ
い
て
は
、
同
一
二
八
‐
一
三
八
頁
を
参
照
。

（
16
）  

前
掲
注
（
15
）・
木
村
一
三
〇
頁
掲
載
第
21
表
を
参
照
。

（
17
）  

前
掲
注
（
5
）・
古
田
三
〇
頁
。
前
掲
注
（
6
）・
中
臣
六
〇
‐
六
一
頁
。

（
18
）  

前
掲
注
（
6
）・
中
臣
・
六
一
‐
六
三
頁
。
特
に
六
二
頁
表
2
‐
4　

輸
出
入
の
推
移
（
一
九
五
五
〜
九
四
年
）
を
参
照
。

（
19
）  

前
掲
注
（
15
）・
木
村
一
三
三
頁
、
前
掲
注
（
5
）・
白
石
一
三
〇
‐
一
三
一
頁
。

（
20
）  

南
ベ
ト
ナ
ム
政
権
支
配
地
域
の
農
業
集
団
化
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
前
掲
注
（
5
）・
白
石
一
二
六
‐
一
二
九
頁
参
照
。
と
り
わ
け
一
二
九
頁
。
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（
21
）  

詳
し
く
は
前
掲
注
（
5
）・
白
石
一
三
一
‐
一
三
五
頁
を
参
照
。

（
22
）  

前
掲
注
（
5
）・
古
田
二
九
‐
三
三
頁
参
照
。
こ
う
し
た
取
組
み
は
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
だ
け
で
は
な
く
、
一
九
七
七
年
に
南
部
の
ロ
ン
ア
ン
省
に

お
い
て
も
農
産
品
（
砂
糖
お
よ
び
落
花
生
）
を
自
由
価
格
で
買
い
取
る
と
い
う
実
験
が
行
わ
れ
た
。
詳
し
く
は
前
掲
注
（
5
）・
古
田
三
四
頁
を

参
照
。

（
23
）  
前
掲
注
（
5
）・
古
田
四
三
‐
四
四
頁
。

（
24
）  
前
掲
注
（
5
）・
古
田
三
九
―
四
四
頁
。

（
25
）  

生
産
請
負
制
を
採
用
し
た
合
作
社
は
平
均
で
一
五
〜
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
収
量
増
加
し
た
。
も
っ
と
も
、
依
然
と
し
て
否
定
的
な
評
価
が
強
か
っ

た
。
前
掲
注
（
5
）・
古
田
四
五
‐
五
二
頁
参
照
。

（
26
）  

前
掲
注
（
5
）・
白
石
一
四
六
‐
一
五
〇
頁
。
と
り
わ
け
、
農
業
部
門
に
つ
い
て
は
、
一
四
六
‐
一
五
〇
頁
参
照
。

（
27
）  

二
六
号
決
議
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
10
）・
竹
内
九
‐
一
二
頁
を
参
照
。
そ
の
他
の
政
策
に
つ
い
て
は
、
木
村
哲
三
郎
「
ベ
ト

ナ
ム
の
経
済
改
革
」『
ソ
連
型
社
会
主
義
国
の
経
済
改
革
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
（
一
九
八
八
）
五
〇
‐
五
一
頁
を
参
照
。

（
28
）  

前
掲
注
（
5
）・
古
田
三
九
‐
四
二
頁
。

（
29
）  

前
掲
注
（
5
）・
古
田
三
七
‐
四
〇
頁
。

（
30
）  

前
掲
注
（
5
）・
古
田
五
〇
‐
五
一
頁
。

（
31
）  Tong cuc Thong Ke, N
ien giam

 thong ke, N
ha xuat ban Thong Ke, 1994, p. 94.

（
32
）  

図
表
1
も
参
照
の
こ
と
。

（
33
）  

前
掲
注
（
5
）・
白
石
一
五
一
‐
一
五
三
頁
。

（
34
）  

前
掲
注
（
6
）・
中
臣
六
四
‐
六
七
頁
。

（
35
）  

木
村
哲
三
郎
『
ベ
ト
ナ
ム
の
国
際
関
係
と
経
済
発
展
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
（
一
九
八
七
）
一
七
九
頁
、
前
掲
注
（
27
）・
木
村
五
七
頁
、
前

掲
注
（
5
）・
古
田
七
二
‐
七
六
頁
、
竹
内
郁
雄
「
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
第
1
次
経
済
改
革
の
考
察
Ⅱ

―
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
の
関
連
を
中
心

に

―
」『
ア
ジ
ア
経
済
』
三
二
巻
七
号
（
一
九
九
一
）
二
八
頁
。
新
経
済
政
策
の
成
果
と
問
題
点
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
5
）・
白
石
一
五
一
‐

一
五
六
頁
。

（
36
）  

前
掲
注
（
5
）・
古
田
七
一
‐
七
六
頁
。
前
掲
注
（
5
）・
白
石
一
五
六
‐
一
六
〇
頁
。

（
37
）  

前
掲
注
（
35
）・
竹
内
二
九
‐
三
〇
頁
。
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（
38
）  

前
掲
注
（
35
）・
竹
内
三
〇
頁
。
具
体
的
に
は
『
財
政
、
貨
幣
、
商
品
、
輸
出
入
、
価
格
、
賃
金
』
な
ど
に
つ
い
て
は
中
央
が
統
一
的
か
つ
中

央
集
権
的
に
管
理
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

（
39
）  

前
掲
注
（
35
）・
竹
内
三
二
‐
三
三
頁
。

（
40
）  
前
掲
注
（
35
）・
木
村
一
七
九
頁
。

（
41
）  
前
掲
注
（
5
）・
古
田
八
〇
‐
八
二
頁
参
照
。

（
42
）  
研
究
会
で
の
具
体
的
な
議
論
の
中
身
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
5
）・
古
田
八
八
‐
九
〇
頁
に
詳
し
い
。

（
43
）  

前
掲
注
（
5
）・
古
田
九
五
‐
九
六
頁
。

（
44
）  

チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
が
述
べ
た
具
体
的
な
経
済
政
策
案
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
5
）・
古
田
九
七
‐
一
〇
四
頁
参
照
。

（
45
）  

前
掲
注
（
35
）・
竹
内
三
八
頁
。

（
46
）  

前
掲
注
（
35
）・
竹
内
三
九
頁
、
前
掲
注
（
5
）・
白
石
一
六
二
頁
。

（
47
）  

前
掲
注
（
27
）・
木
村
六
〇
頁
。

（
48
）  

前
掲
注
（
5
）・
白
石
一
六
四
‐
一
六
六
頁
。

（
49
）  

世
界
通
報
「
党
大
会
で
示
さ
れ
た
ベ
ト
ナ
ム
の
進
路
」
一
／
二
〇
号
時
事
通
信
社
（
一
九
八
七
）
二
九
頁
。

（
50
）  

第
五
期
八
中
総
以
降
の
保
守
派
お
よ
び
改
革
派
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
５
）・
古
田
一
五
一
‐
一
八
六
頁
参
照
。

（
51
）  

前
掲
注
（
5
）・
白
石
一
六
六
頁
。

（
52
）  

前
掲
注
（
5
）・
古
田
一
八
七
‐
二
一
六
頁
。

（
53
）  

第
六
回
党
大
会
の
政
治
報
告
に
つ
い
て
は
、「
中
央
委
員
会
の
政
治
報
告
①
」、『
世
界
政
治
』
七
四
〇
号
日
本
共
産
党
中
央
委
員
会
（
一
九
八

七
）
四
六
‐
五
六
頁
を
参
照
。

（
54
）  

前
掲
注
（
53
）・「
中
央
委
員
会
の
政
治
報
告
①
」
四
八
頁
よ
り
引
用
。

（
55
）  

前
掲
注
（
53
）・「
中
央
委
員
会
の
政
治
報
告
①
」
五
二
頁
よ
り
引
用
。

（
56
）  

前
掲
注
（
6
）・
中
臣
は
自
己
批
判
の
主
眼
は
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
社
会
主
義
計
画
経
済
体
制
の
構
築
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
評
価

し
て
い
る
。
七
一
‐
七
二
頁
参
照
。

（
57
）  

前
掲
注
（
53
）・「
中
央
委
員
会
の
政
治
報
告
①
」
四
八
頁
。「
中
央
委
員
会
の
政
治
報
告
②
」『
世
界
政
治
』
七
四
二
号
日
本
共
産
党
中
央
委
員

会
（
一
九
八
七
）
五
〇
頁
。
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（
58
）  

前
掲
注
（
57
）・「
中
央
委
員
会
の
政
治
報
告
②
」
五
四
‐
五
五
頁
。

（
59
）  

前
掲
注
（
57
）・「
中
央
委
員
会
の
政
治
報
告
②
」
五
五
‐
五
九
頁
。

（
60
）  

三
尾
忠
志
「
経
済
政
策
面
で
の
ド
イ
モ
イ

―
そ
の
特
徴
と
実
績
お
よ
び
問
題
の
所
在

―
」
三
尾
忠
志
編
『
ポ
ス
ト
冷
戦
の
イ
ン
ド
シ
ナ
』

日
本
国
際
問
題
研
究
所
（
一
九
九
三
）
六
一
‐
六
四
頁
。

（
61
）  Tong cuc Thong Ke, N

ien giam
 thong ke, N

ha xuat ban Thong Ke, 2007, p. 223

、
前
掲
注
（
60
）・
三
尾
七
一
頁
。

（
62
）  Tong cuc Thong Ke, supra note 61, p. 223. 

（
63
）  W

orld Bank, W
orld D

evelopm
ent Indicators

統
計
資
料
よ
り
典
拠
。http://databank.w

orldbank.org/data/hom
e 

（
最
終
閲
覧
日
二

〇
一
八
年
一
一
月
一
二
日
）。

（
64
）  Paul G

lew
w
e, 

“An O
verview

 of Econom
ic G

row
th and H

ousehold W
elfare in V

ietnam
 in the 1990s

” in Paul G
lew

w
e=N

isha 
Agraw

al=D
avid D

ollar ﹇eds.

﹈ Econom
ic G

rowth, Poverty, and H
ousehold W

elfare in V
ietnam

, W
orld Bank, 2013, p. 6.

（
65
）  Tong cuc Thong Ke N

ien giam
 thong ke, N

ha xuat ban Thong Ke, 1997, p. 16.

（
66
）  Tong cuc Thong Ke, supra note 65, p. 16.

（
67
）  

第
六
期
六
中
総
に
お
い
て
は
、
国
営
経
済
セ
ク
タ
ー
が
主
導
的
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則
を
再
確
認
し
て
い
る
。
前
掲
注

（
60
）・
三
尾
六
三
頁
。

（
68
）  

「
中
央
委
員
会
の
政
治
報
告
（
最
終
回
）」『
世
界
政
治
』
七
四
七
号
日
本
共
産
党
中
央
委
員
会
（
一
九
八
七
）
七
一
頁
よ
り
引
用
。

（
69
）  Jonh G

illespie 

“Changing concepts of socialist law
 in V

ietnam

” in Jonh G
illespie and Pip N

icholson ﹇eds.

﹈ Asian Socialism
 

&
 Legal Change Asia Pacific Press, 2005, pp. 47 -48.

（
70
）  

も
っ
と
も
、
ド
イ
モ
イ
前
の
一
九
八
一
年
か
ら
法
の
役
割
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。「
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
第
五
回
大
会
」『
世
界
政
治
』
六
二
〇
号

日
本
共
産
党
中
央
委
員
会
（
一
九
八
二
）
二
二
‐
三
七
頁
、
と
り
わ
け
二
八
頁
、
三
一
頁
を
参
照
。
稲
子
恒
夫
・
鮎
京
正
訓
『
ベ
ト
ナ
ム
法
の
研

究
』
日
本
評
論
社
（
一
九
八
九
）
四
〇
‐
四
四
頁
。

（
71
）  

「
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
綱
領
」『
世
界
政
治
』
八
四
六
号
日
本
共
産
党
中
央
委
員
会
（
一
九
九
一
）
四
三
頁
、
四
六
頁
。

（
72
）  

一
九
九
二
年
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
国
共
和
国
憲
法
前
文
。
一
九
九
二
年
ベ
ト
ナ
ム
憲
法
に
つ
い
て
は
、
鮎
京
正
訓
『
ベ
ト
ナ
ム
憲
法
史
』
日
本

評
論
社
（
一
九
九
三
）
一
三
一
‐
一
五
三
頁
。

（
73
）  

三
尾
忠
志
「
新
し
い
転
機
を
迎
え
た
イ
ン
ド
シ
ナ
」
三
尾
忠
志
編
『
ポ
ス
ト
冷
戦
の
イ
ン
ド
シ
ナ
』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
（
一
九
九
三
）
一
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五
‐
一
六
頁
。

（
74
）  

石
田
暁
恵
「
ベ
ト
ナ
ム
の
市
場
経
済
化
と
企
業
法
」
小
林
昌
之
編
著
『
ア
ジ
ア
諸
国
の
市
場
経
済
化
と
企
業
法
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
（
二
〇

〇
〇
）
八
三
頁
。

（
75
）  Le Thanh Van va Phan D

inh Khanh, N
hung noi duing co ban cua Bo Luat D

an Su V
iet N

am
, N

ha Xuat Ban Than Pho H
o 

Chi M
inh, 1995, p. 14.

関
係
機
関
と
し
て
は
、
人
民
最
高
裁
判
所
、
最
高
人
民
検
察
院
、
ベ
ト
ナ
ム
祖
国
中
央
委
員
会
、
ベ
ト
ナ
ム
婦
人
協
会
、

ベ
ト
ナ
ム
労
働
組
合
、
ベ
ト
ナ
ム
弁
護
士
会
、
ベ
ト
ナ
ム
農
民
協
会
、
大
学
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
76
）  D

inh Trung Tung 

“The Civil Code in The Legal System
 of V

ietnam

” in Jonh G
ollespie ﹇eds.

﹈ Com
m
ercial legal developm

ent 
in V

ietnam
: V

ietnam
ese and foreign com

m
entaries, Butterw

orths Asia, 1997, p. 242.

（
77
）  Le=Phan, supra note 75 pp. 15 -16.

（
78
）  Le=Phan, supra note 75 pp. 17 -19.

（
79
）  C

o so D
u lieu Q

uoc gia ve Van ban Phap luat, Trung uong So 833/TTg, http://vbpl.vn/TW
/Pages/vbpq-toanvan.

aspx?Item
ID

=9649&
Keyw

ord=833%
20ttg 

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
八
年
一
一
月
一
二
日
）。
首
相
令
に
基
づ
く
各
省
庁
で
の
具
体
的
な
普
及

活
動
に
つ
い
て
はD

inh, supra note 76, pp. 257 -258.

（
80
）  Fred Burke, Esq, Frank M

eier and H
oang Kim

 N
guyen, 

“Vietnam

’s First Civil Code

” in East A
sian Executive Reports, 

International Executive Reports, 1996, p. 9.

（
81
）  

鈴
木
康
二
『
ベ
ト
ナ
ム
民
法 

条
文
と
解
説
』JETRO

（
一
九
九
六
）
一
七
三
‐
三
九
二
頁
。
な
お
、
本
稿
の
一
九
九
五
年
民
法
典
の
翻
訳
条

文
は
全
て
本
書
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
82
）  

一
九
九
五
年
民
法
典
の
解
説
と
し
て
は
、
前
掲
注
（
81
）・
鈴
木
の
他
、
渡
辺
英
緒
「
ベ
ト
ナ
ム
民
法
典
の
若
干
の
考
察
（
一
）
〜
（
五
）」

『
Ｊ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
四
三
巻
一
二
・
一
三
号
、
四
四
巻
一
号
〜
三
号
日
本
商
事
仲
裁
協
会
（
一
九
九
六
・
一
九
九
七
）、
松
本
恒
雄
「
イ
ン
ド

シ
ナ
諸
国
に
お
け
る
民
法
典
の
整
備
と
開
発
」『
一
橋
法
学
』
一
巻
二
号
（
二
〇
〇
二
）
三
九
〇
‐
四
〇
四
頁
が
あ
る
。
一
九
九
五
年
民
法
典
の

土
地
使
用
権
に
つ
い
て
は
、
金
子
由
芳
「
一
九
九
五
年
ベ
ト
ナ
ム
民
法
典
所
有
権
規
定
の
考
察
」『
ア
ジ
ア
経
済
』
三
七
巻
一
二
号
ア
ジ
ア
経
済

研
究
所
（
一
九
九
六
）
三
‐
一
五
頁
が
あ
る
。

（
83
）  

前
掲
注
（
81
）・
鈴
木
一
〇
‐
一
一
頁
。

（
84
）  

ボ
ー
・
ダ
イ
・
ル
オ
ッ
ク
「
ベ
ト
ナ
ム
の
市
場
経
済
移
行
に
お
け
る
国
家
の
役
割
」
関
口
末
夫
＝
ト
ラ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ト
ゥ
編
『
現
代
ベ
ト
ナ
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ム
経
済
』
勁
草
書
房
（
一
九
九
二
）
一
八
一
‐
一
八
二
頁
。

（
85
）  

前
掲
注
（
82
）・
松
本
三
九
五
頁
。

（
86
）  

も
っ
と
も
土
地
使
用
権
は
譲
渡
（
六
九
九
〜
七
一
三
条
）、
賃
貸
（
七
一
四
〜
七
二
六
条
）、
抵
当
権
の
設
定
（
七
二
七
〜
七
三
七
条
）、
相
続

（
七
三
八
〜
七
四
四
条
）
が
可
能
で
あ
る
。

（
87
）  
行
為
規
範
が
強
い
理
由
と
し
て
、
儒
教
の
影
響
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
法
と
儒
教
の
関
係
に
つ
い
て
、Phan D

uy N
ghia 

“Confucianism
 and the conception of the law

 in V
ietnam

” in Jonh G
illespie and Pip N

icholson ﹇eds.

﹈ Asian Socialism
 &

 Legal 
Change Asia Pacific Press, 2005, pp. 76 -90.

前
掲
注
（
70
）・
稲
子
＝
鮎
京
二
九
‐
三
二
頁
。

（
88
）  

森
嶌
昭
夫
「
ベ
ト
ナ
ム
民
法
典
改
正
と
日
本
の
法
整
備
支
援
」『
Ｉ
Ｃ
Ｄ 

Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
』
二
七
号
法
務
省
（
二
〇
〇
六
）
一
八
‐
一
九
頁
。

（
89
）  

新
美
育
文
「
ベ
ト
ナ
ム
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
の
経
験
⑶
」『
時
の
法
令
』
一
七
三
三
号
雅
粒
社
（
二
〇
〇
五
）
四
七
‐
四
八
頁
。

（
90
）  

内
田
勝
一
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
民
法
改
正
共
同
研
究
の
現
状
と
課
題
」
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
編
『
比
較
法
研
究
の
新
段
階
：
法
の
継
受
と
移

植
の
理
論
』
早
稲
田
大
学
（
二
〇
〇
三
）
一
五
〇
‐
一
五
一
頁
。

（
91
）  

他
人
物
売
買
の
場
合
も
、
買
主
は
他
人
の
財
産
に
つ
い
て
処
分
権
を
有
し
な
い
た
め
（
二
〇
一
条
）、
取
引
可
能
な
物
に
当
た
ら
ず
（
四
二
二

条
一
項
）、
契
約
は
無
効
に
な
る
と
解
さ
れ
る
が
（
一
三
一
条
二
号
）、
他
人
物
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
善
意
無
過
失
の
買
主
は
契
約
を
取
消
し
、

売
主
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る （
四
三
六
条
二
項
、
三
項
）。

（
92
）  

合
わ
せ
て
前
掲
注
（
86
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
93
）  

前
掲
注
（
82
）・
金
子
六
頁
。

（
94
）  

な
お
、
対
象
物
が
財
産
権
で
あ
る
場
合
、
財
産
権
が
売
主
の
所
有
に
属
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
又
は
他
の
証
拠
が
必
要
で
あ
る
（
四
二
二

条
三
項
）。
目
的
物
が
家
屋
で
あ
る
場
合
は
、
売
買
契
約
書
を
作
成
し
、
国
家
公
証
機
関
の
公
証
ま
た
は
権
限
の
あ
る
人
民
委
員
会
の
確
証
が
必

要
と
さ
れ
、
要
式
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る
（
四
四
三
条
）。

（
95
）  

四
一
一
条
一
項
「
双
務
契
約
に
は
、
各
当
事
者
が
債
務
の
履
行
の
期
限
に
つ
い
て
合
意
し
た
場
合
、
期
限
が
来
た
と
き
、
各
自
は
、
自
分
の
債

務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
法
典
の
四
一
三
条
で
規
定
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
他
方
の
当
事
者
が
自
分
に
対
す
る
債
務
を
履
行
し
な
い

こ
と
を
理
由
と
し
て
履
行
を
延
期
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。

（
96
）  

前
掲
注
（
81
）・
鈴
木
八
七
頁
。

（
97
）  

四
三
七
条
三
項
は
瑕
疵
に
つ
い
て
⒜
買
主
が
悪
意
又
は
過
失
が
あ
っ
た
場
合
、
⒝
競
売
ま
た
は
古
物
商
で
売
っ
た
物
で
あ
っ
た
場
合
、
⒞
瑕
疵
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が
買
主
の
過
失
に
よ
る
と
き
は
瑕
疵
担
保
責
任
を
負
わ
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。

（
98
）  

前
掲
注
（
81
）・
鈴
木
一
〇
四
頁
。

（
99
）  D

inh, supra note 76, pp. 258 -259.
（
100
）  D

avid D
ollar 

“Reform
, G

row
th, and Poverty

” in G
lew

w
e= Agraw

al=D
ollar, supra note 64, pp. 31 -32.

（
101
）  
ホ
ア
ン
・
テ
ィ
・
リ
エ
ン
「
ベ
ト
ナ
ム
２
０
０
５
年
民
法
典
制
定
過
程
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
と
日
本
の
協
力
に
つ
い
て
」『
Ｉ
Ｃ
Ｄ 

Ｎ
Ｅ
Ｗ

Ｓ
』
二
七
号
法
務
省 

（
二
〇
〇
六
）
一
〇
‐
一
三
頁
。
二
〇
〇
五
年
民
法
典
四
条
「
民
事
権
・
民
事
義
務
の
確
立
に
お
い
て
自
由
に
約
束
し
、
合

意
す
る
権
利
は
、 

法
律
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
当
該
約
束
・
合
意
が
法
律
禁
則
、 

社
会
道
徳
に
違
反
し
な
い
場
合
に
限
る
。」
三
九

八
条
「
民
事
契
約
の
締
結
に
あ
た
り
、
以
下
の
原
則
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
１
．
自
由
に
契
約
を
締
結
す
る
。
た
だ
し
、
法
律
、
社
会

道
徳
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
。
２
．
自
主
的
、
平
等
、
善
意
。
協
力
、
忠
実
及
び
率
直
」。
二
〇
〇
五
年
ベ
ト
ナ
ム
民
法
典
に
つ
い
て
は
、
法
務

省
の
訳
を
参
照
し
た
。https://w

w
w.jica.go.jp/project/vietnam

/021/legal/ku57pq00001j1w
zj-att/legal_17.pdf

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一

八
年
一
一
月
一
二
日
）。

（
102
）  

四
〇
一
条
一
項
「
民
事
契
約
の
主
要
内
容
と
は
、
そ
の
項
目
が
な
い
と
、
契
約
が
締
結
で
き
な
い
項
目
の
こ
と
で
あ
る
。
民
事
契
約
の
主
要
内

容
は
法
律
で
決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
法
律
で
規
定
さ
れ
な
い
場
合
、
各
当
事
者
の
合
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」。
な
お
、
二
〇
〇
五
年
民
法

典
は
本
条
を
改
正
し
、
改
正
四
〇
一
条
は
、
一
九
九
五
年
民
法
典
四
〇
一
条
一
項
を
削
除
し
た
。

（
103
）  Pip N

icholson and Phan N
guyen Toan, 

“Vietnam

” in A
sian-Pacific C

onstitutional Yearbook C
enter for C

om
parative 

C
onstitutional Studies The U

niversity of M
elbourne, 1995, pp. 341 -342, Pip N

icholson, 

“Vietnam

” in A
sian-Pacific 

Constitutional Yearbook Center for Com
parative Constitutional Studies The U

niversity of M
elbourne, 1996, pp. 385 -386.  

（
104
）  

前
掲
注
（
89
）・
新
美
四
七
頁
。

（
105
）  

前
掲
注
（
82
）・
金
子
一
五
頁
。

（
106
）  

前
掲
注
（
101
）
参
照
。
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深
沢　

瞳
（
ふ
か
さ
わ　

ひ
と
み
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　

 

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
グ
ロ
ー
バ
ル
法
研
究
所
（
Ｋ
Ｅ
Ｉ
Ｇ
Ｌ
Ａ
Ｄ
）

研
究
員

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
修
了
（
法
務
博
士
）

専
攻
領
域　
　

民
法
・
開
発
法
学

主
要
著
作　
　

 From
 Law

 Class Room
s in Asian U

niversities, in KEIG
LAD

 

﹇ed.

﹈ H
ow 

Civil Law is Taught in A
sian U

niversities, Keio U
niversity Press 

（2019

）, 
pp. 313 -329.


